
総務企画委員会会議記録

総務企画委員長 油布 勝秀

１ 日 時

平成３０年３月２６日（月） 午前１０時００分から

午後 ４時４２分まで

２ 場 所

第４委員会室

３ 出席した委員の氏名

油布勝秀、木付親次、麻生栄作、古手川正治、尾島保彦、玉田輝義、堤栄三

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

森誠一、木田昇、二ノ宮健治、吉岡美智子

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

総務部長 尾野賢治、企画振興部長 廣瀬祐宏、

会計管理者 小石英毅、国民文化祭・障害者芸術文化祭局長 土谷晴美、

議会事務局長 酒井薫、人事委員会事務局長 下郡政治、

監査事務局長 安部雄一 ほか関係者

７ 出席した参考人の職・氏名

参考人 株式会社大銀経済経営研究所 代表取締役 衛藤健

参考人補助者 株式会社大銀経済経営研究所 次長兼主席研究員 川野恭輔

８ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

９ 会議の概要及び結果

（１）第１号議案のうち本委員会関係部分については、可決すべきものと賛成多数をもって、

第２号議案、第１２号議案、第１６号議案から第１９号議案まで及び第２１号議案から第

２６号議案までについては、可決すべきものといずれも全会一致をもって決定した。

（２）陳情１６について、質疑を行った。

、参考人から意見聴取を行った。（３）観光産業の成長と発展について

（４）国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭の準備状況について、大分県税条例の一部を改正

する条例案について、県税事務所の見直しに対する県民意見募集手続の実施について、公



立大学法人大分県立芸術文化短期大学の中期計画についてなど、執行部から報告を受け

た。

１０ その他必要な事項

な し

１１ 担当書記

議事課委員会班 課長補佐（総括） 小野清志

政策調査課調査広報班 主査 濱田誠吾
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総務企画委員会次第

日時：平成３０年３月２６日（月）１０：００～

□□□□ □□□□□□□場所：第４委員会室

１ 開 会□ □□

２ 参考人からの意見聴取 １０：００～１２：００

（１）観光産業の成長と発展について

３ 国民文化祭・障害者芸術文化祭局関係 １３：００～１３：３０

（１）付託案件の審査

第 １号議案 平成３０年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分）

（２）諸般の報告

国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭の準備状況について

（３）その他

４ 会計管理局、議会事務局、人事委員会事務局及び監査事務局関係１３：３０～１４：００

（１）付託案件の審査

第 １号議案 平成３０年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分）

第 １２号議案 平成３０年度大分県用品調達特別会計予算

（２）その他

５ 総務部関係 １４：００～１５：３０

（１）付託案件の審査

第 １号議案 平成３０年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分）

第 ２号議案 平成３０年度大分県公債管理特別会計予算

第 １６号議案 大分県の事務処理の特例に関する条例の一部改正について

第 １７号議案 包括外部監査契約の締結について

第 １８号議案 大分県職員定数条例の一部改正について

第 １９号議案 職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正について

第 ２１号議案 災害派遣手当の支給に関する条例の一部改正について

第 ２２号議案 大分県使用料及び手数料条例の一部改正について

第 ２３号議案 大分県県有施設整備基金条例の一部改正について

第 ２４号議案 大分県産業廃棄物税条例の一部改正について

第 ２５号議案 大分県住民基本台帳法施行条例の一部改正について

（２）付託外案件の審査
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陳 情 １６ 憲法改正、防衛力強化より対外的情報省の設立を優先することを求め

る要望書の提出について

（３）諸般の報告

①大分県税条例の一部を改正する条例案について

②県税事務所の見直しに対する県民意見募集手続の実施について

（４）その他

６ 企画振興部関係 １５：３０～１７：００

（１）付託案件の審査

第 １号議案 平成３０年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分）

第 ２６号議案 大分県地方独立行政法人評価委員会条例の一部改正について

（２）諸般の報告

①公立大学法人大分県立芸術文化短期大学の中期計画について

②「安心・活力・発展プラン２０１５」目標指標の見直しについて

③株式会社サン・グリーン宇佐の事業譲渡について

④別府港にぎわい施設再編構想について

（３）その他

７ 協議事項 １７：００～１７：１０

（１）その他

８ 開 会□ □□
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別 紙

会議の概要及び結果

ただいまから、総務企画委員会を油布委員長

開きます。

また、本日は、委員外議員として、森議員、

木田議員、二ノ宮議員、吉岡議員に出席いただ

いております。

まず、私から御挨拶を申し上げます。

大分県議会総務企画委員長の油布勝秀でござ

います。

本日は、大銀経済経営研究所の皆さまに参考

人としてお越しいただき、観光産業の成長と発

展について、御意見を伺います。

衛藤代表取締役をはじめ皆さまには、お忙し

い中、御出席いただき誠にありがとうございま

す。

本来であれば、私どもが出向いて、御指導を

賜らないといけないところでございますが、足

をお運びいただきましたことに対し、委員会を

代表いたしまして厚くお礼申し上げます。

本日は、よろしくお願いいたします。

まず、委員、委員外議員の順に、自己紹介を

させていただきます。

〔委員、委員外議員自己紹介〕

それでは、皆さまから自己紹介を油布委員長

いただき、引き続き本日のテーマについて御説

明をお願いいたします。

おはようございます。本日お招き衛藤参考人

いただきました大銀経済経営研究所の代表取締

役を務めております衛藤でございます。

些少でも御参考になればと思いまして、本日、

資料を用意して、お話しさせていただきたいと

思います。

観光産業の成長と発展についてということで、

現在、最も旬な話題でございますインバウンド

の現状といったところを中心に、鋭意御説明申

し上げたいと思います。

大銀経済経営研究所の川野川野参考人補助者

と申します。本日はよろしくお願いいたします。

では、早速でございますけれども、衛藤参考人

お手元の観光産業の成長と発展についてという

資料に基づきまして、川野からまず御説明させ

ていただきたいと思います。

恐れ入りますが、座って御説明させていただ

きます。

皆さま、お手元の方に資料川野参考人補助者

は。（「あります」という者あり）

それでは、観光産業の成長と発展についてと

いうことで、大分県内のインバウンドの現状に

ついて、今から御説明をさせていただきます。

皆さま、御承知のことかと存じますが、今、

国では、東京オリンピック・パラリンピックの

２０２０年に訪日外国人を４千万人ということ

を目標として掲げて、様々な施策が打たれてお

ります。

こちらの４千万人というのは、設定当初、非

常にハードルが高いんではないかと見られてい

たんですけれども、２０１７年、昨年は２，８

６９万人ということで、３千万人が目前に迫っ

ているということであります。

ＪＴＢさんの試算によりますと、今年の２０

１８年には３，２００万人まで増えるんではな

いか、約４００万人増えるんではないかという

ことで、２０２０年の４千万人というのが若干

現実味を帯びてきているという状況にあるかと

存じます。

インバウンドの現状というのは、大分県も同

様の状況にありまして、訪日外国人、インバウ

ンドが非常に増加してきているということがあ

ります。

そこで今回、大分県のインバウンドの現状と

いうものを、国や県などの統計データ、また、

私どもの研究所が昨年３月に県内の宿泊施設に

行いましたアンケート調査結果などを基に御説

明させていただきます。

まず、１ページ目を見ていただきたいと思い

ます。

二つグラフがありますが、まず、左側のグラ

フが、大分県の外国人延べ宿泊者数の推移の数

字になります。こちらは官公庁が発表している



- 2 -

数字になります。

宿泊者数の現状からインバウンドの動向とい

うものを見ていきたいんですけれども、まず、

直近の２０１７年の大分県の外国人延べ宿泊者

数速報値は１３２万人となっております。こち

らの数字を見てみますと、２０１６年が８３万

人でしたので、前年比５９．３％、約６０％ぐ

らい伸びておりまして、新聞などでも出ており

ましたが、伸び率は青森県が６０．３％増で全

国でトップだったんですが、それに次いで大分

県は、２番目に高い５９．３％増となっており

ます。

昨年は、韓国のＬＣＣ、ティーウェイ航空が

就航したりといったようなインフラ整備があっ

たこと、前年４月に熊本地震が発生した影響か

ら、少しインバウンドの宿泊者が伸びなかった

反動から大きく増加したものではないかと見て

おります。

昨年が１３２万人ということだったんですけ

れども、５年前の２０１２年の３１万人から比

べると、約４倍超増加しているということで、

非常にインバウンドの宿泊者数、インバウンド

客が増えているということが見てとれるかと存

じます。

また、この１３２万人という数字が全国で見

るとどうなっているのかというものを見たもの

が右側の棒グラフになります。少しグラフの文

字が小さいかとは思いますが、これは２０１７

年の速報値を多い順に各県別に並べたものにな

ります。

これで見てみますと、大分県は全国で第１３

位となっております。国内シェアが１．７％と

いうことで、宿泊者数は全国の中で見ても上位

を占めているという状況にあります。九州で見

ますと、福岡県が第７位、３１９万人となって

おりまして、福岡県に次いで、九州の中では２

番目に宿泊者が多いという状況になります。

ちなみに、２０１６年度を見てみますと全国

第１６位、国内の全体の宿泊者に占めるシェア

が１．２％でありましたので、順位が三つほど

上がり、国内シェアの方も０．５％上がってお

りまして、全国における位置付けというのも大

分県は非常に高まってきているということが言

えるんではないかと。

続きまして、どういった国・地域から大分を

訪れているのかというのを見ていきたいと思い

ますが、２ページの円グラフになります。

こちらのグラフはどういったものかといいま

すと、国・地域別を１００として、その宿泊者

の割合を表したものになります。

左側が大分県のグラフになりますが、まず、

一番多いのが韓国ですね。次いで台湾、香港、

中国、タイという順になっておりまして、この

上位５か国が、大分県で見られているというこ

とになります。

では、大分県の国・地域別のインバウンドの

現状を全国と比べると、どういったような特徴

があるかということを見ていきたいんですけれ

ども、大きく三つ特徴があるんではないかと私

どもの研究所では見ております。

まず一つ目が、韓国人宿泊者が非常に多いと

いうことがあります。こちらも円グラフを見比

べていただいたら一目瞭然かと思います。大分

県は韓国がトップで、６割を超える宿泊者とい

うことで、非常に多くなっております。

一方、全国を見てみますと、中国、台湾に次

いで３番目に韓国の宿泊者が多いとなっており

まして、全体に占める割合も１５．４％、構成

比で見ると約４倍違うような形になっておりま

す。非常に韓国が多いというのが特徴でありま

す。

ここで、なぜ大分県で韓国の宿泊者、インバ

ウンドが多いのかというのを私どもの研究所で

考えたところ、大きく四つあるかなと思ってい

ます。

まず一つ目は、大分県と最も近い外国である

ということですね。二つ目には、大分とソウル

を結ぶ定期便が就航している。なおかつ、さき

ほどもお話ししましたＬＣＣのティーウェイ航

空が昨年就航したということがやはり大きいか

なということがあります。３番目には、市町村

や県などの自治体が積極的に韓国からのお客様

を誘致していることがあるんではないかと思い

ます。最後４番目は、皆さん御承知のことかと
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存じますけれども、韓国の方は非常に温泉が好

きであるということで、やはり大分に来るとい

うことがあるんではないかと思っております。

当然、インバウンドというのは最近急激に伸

びてきているんですが、それ以前の、例えば、

２００５年とか２０００年代前半とかでも韓国

の方がかなり別府に来られていたという現状も

ありまして、やはり昔から来られているという

ことがあって、温泉が好きであるということが

大きな要因ではないかと見ております。

続きまして、２番目の特徴としましては、特

定の国・地域からの外国人宿泊者、インバウン

ド客が多いということがあげられます。

これはどういうことかと申しますと、まず、

大分の上位５か国を見てみますと、韓国、台湾、

香港、中国、タイというのが上位５か国になる

んですけれども、この上位５か国で、大分県全

体のインバウンド客の約９割を占めています。

実際は、タイは１％ぐらいしかないので、韓国、

台湾、香港、中国の４か国でほぼ占めていると

いうことが言えるかと思います。

一方、全国を見てみますと、中国、台湾、韓

国、香港、アメリカ、これが上位５か国になる

んですが、この上位５か国で全体の約７割を占

める形になっておりまして、全体の９割を占め

るとなりますと、それから、その他というとこ

ろの──ちょっとこちらは記載していないんで

すが、１７か国・地域で全体の９割を占めると

いうことがありまして、全国と比べますと、非

常に特定の国・地域からのインバウンド客が多

いということが２番目の特徴としてあります。

３番目の特徴としては、こちらの円グラフを

見ていただくと分かるかと存じますけれども、

アジア諸国・地域からの宿泊者が非常に多いと

いうことがあります。

大分県と全国上位４位までの国・地域という

のは、韓国、台湾、香港、中国が占めておりま

して同じなんですけれども、全国はその後にア

メリカが第５位、第７位がオーストラリア、第

９位がイギリスで、その他の中には、この後、

フランスとか出てくるんですけれども、欧米豪

諸国といったようなところの宿泊がかなりの構

成割合を占めて見られるんですが、大分を見て

みますと、７番目にアメリカが０．８％、１０

番目にオーストラリアが０．３％となっており

まして、その他の中に少しは出てくるんですけ

れども、基本的にはアジア諸国・地域からのイ

ンバウンド客が非常に多いというのが特徴とし

てあります。

韓国人宿泊者が非常に多い、特定の国・地域

からのインバウンド客が多い、アジア諸国・地

域からのインバウンド客が多いというのが大き

な特徴ではないかと私ども研究所では見ており

ます。

以上が宿泊客の動向になります。

続きまして、インバウンド客の消費額の動向

について見ていきたいんですけれども、こちら

は、大分県の詳細なデータはなかなか取りづら

いものがありまして、全国のデータを用いて御

説明したいと思っています。

３ページに表が二つありますが、まず、左側

の表が国・地域別に見ました訪日外国人の旅行

の総消費額の数字になります。こちらは、大変

すみません、２０１６年の数字になりますが、

２０１７年も大きく変わっておりません。

全国籍で見てみますと、消費額というのは全

国で３兆７，４７６億円となっております。

ちなみに、２０１７年の速報値でいきますと、

総消費額は４兆円を超えているといったような

状況になっております。

こちらの消費額を国・地域別で見てみますと、

一番多いのが中国で約１兆５千億円、次いで台

湾が５千億円、韓国が３，５００億円、香港が

３千億円、アメリカが２千億円となっておりま

して、さきほど全国の宿泊客の順位を見たんで

すけれども、その順位と同じような形で並んで

おります。

こちら上位５か国が中国からアメリカになる

んですけれども、この上位５か国で全体の消費

額の４分の３、７５％ぐらいを占めているとい

う特徴があります。特に中国から香港といった

アジアの国・地域が大きく消費を占めていると

いうのが特徴としてあります。

では一方、国・地域別の消費額を一人当たり
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で見た場合にどうなるかというのを見たのが右

側の表になります。全国籍で見てみますと、１

回当たり、一人当たりの旅行消費額が大体１５

万６千円ぐらいとなっております。そして、多

い順にこちらの表に並べておりますが、最も多

いのがオーストラリアで約２５万円、次いで中

国が２３万円、スペイン、イタリア、ロシア、

フランス、ベトナム、イギリス、アメリカ、ド

イツという消費額の順になっております。

こちらを見ていただくと、さきほど総消費額

はアジアの国が多いとなっていたんですけれど

も、一人当たりで見てみますと、非常に欧米豪

諸国ですね、オーストラリアや欧米の国の消費

額が多いというのが特徴としてあります。アジ

アで見ますと、中国とかベトナムがあるんです

けれども、基本的には欧米諸国で占められてい

るということがあります。

これはどうしてかといいますと、基本的に欧

米豪諸国というのは、アジアの国と比べると非

常に宿泊日数が多いということがあります。ど

ちらかというと、アジアから来る方は、当然、

距離も近いということもあるんですが、ショッ

ピング目的で滞在期間が短期間という特徴があ

る。一方、欧米の方々は、１回来た旅行で非常

に滞在日数が多いというのが一つあります。

そういった理由から、アジアと比べますと宿

泊費の割合が、一人当たり単価が非常に高くな

っております。滞在日数が延びますと、当然の

ことながら、飲食費というのもアジアの国と比

べると高くなっているということがありまして、

非常に１回当たりの旅行消費額が高まるという

ことがあります。あとは当然、遠距離というこ

とになりますので、交通費用も高いということ

もあるんですが、基本的には宿泊費や飲食費が

高くなるということがあります。

一方、買物代を見ていただきますと、決して

低いわけではないんですけれども、アジアの国

々のところと比べると、滞在日数が長い割には

買い物代がそんなに多くないということも一つ

特徴としてあるのかなということが言えるかと

思います。

これは旅行目的も、アジアと欧米豪諸国で見

ていると、特徴というのが非常に出てきており

まして、そちらの旅行目的を記したページが次

の４ページになります。

こちらはどういった表かといいますと、訪日

前に各国で最も期待していたことは何ですかと

いう、観光庁が調べましたアンケート調査結果

になります。アジアと欧米豪諸国では、観光目

的が非常に変わってきております。

では、まず初めに、インバウンドの方が非常

に期待していたことは何かというのを見ていき

たいんですが、まず、全部の国・地域を合わせ

た結果が、こちらの一番左上にあります薄いオ

レンジのところになります。

第１位が、まず日本食を食べることですね。

飲食といいますか、日本の和食、そういったと

ころが目的として一番高いというのがあります。

２位が自然・景勝地観光、３位がショッピング、

４位が温泉入浴、５位がテーマパークという順

になっております。

この五つを見る中で、これが上位５位の目的、

最も期待していたことになるんですけれども、

特筆すべきは、４位に温泉入浴というのが入っ

てきているというのが、おんせん県おおいたを

標榜しています大分県にとっては、非常にイン

バウンド客の誘致における強みになるんではな

いかなと考えております。

ただ、さきほど申しましたとおり、アジアと

欧米豪諸国というのは目的が大きく変わってく

るというのがあります。今、強みであります温

泉入浴と言ったのは、じゃ、どこの国・地域が

多いのかというのを見てみますと、濃いオレン

ジで網かけしているところがあるんですけれど

も、アジアの国は温泉入浴を目的として掲げて

いるところが非常に多いというのがあります。

これは、どういうことを指し示しているかと

いうと、基本的にアジアの国・地域には、温泉

というのが非常にインバウンド客の誘致にとっ

て大きなツールになるんではないかという見方

があるということです。あとは、欧米豪諸国と

比べますと、ショッピングが非常に上位に来て

いるということがあります。韓国では第２位と

か、台湾は第３位とか、大体２位から３位にシ
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ョッピングというのが入ってきているのが特徴

としてあげられるかと思います。

では一方、欧米豪諸国はどうかといいますと、

オーストラリアで第５位に温泉入浴というのが

入ってきているんですが、基本的にはアジアと

ちょっと異なってくるのが、緑色の濃いところ

と薄いところで網かけしているところがあるん

ですけれども、多くは日本の歴史・伝統文化体

験、日本の日常生活体験というのが非常に上位

に来ているというのが特徴としてあげられるか

と思います。もちろん、ショッピングというの

も出てはくるんですけれども、そんなに多くは

入ってこず、基本的には歴史・伝統文化体験や

日常生活体験といったコト消費といいますか、

どちらかというと物を買うというよりも、こう

いった体験をしたいとか、いろんな経験をした

いといったところが高いというのがあります。

さきほど欧米人は滞在日数が長いということ

があったんですけれども、こういった体験をよ

りしたいとか文化に触れたいという目的があっ

て、ただ物を買って帰りたいとかいう形ではな

くて、そういった特徴があるということで、非

常に滞在日数が長くなっているということがあ

るかと思います。

滞在日数が長くなる、一人当たりの消費額が

多いということは、当然、地域にとっては非常

に経済効果というか、地域に落としていくお金

が多いということになりますので、欧米豪諸国

の方を呼び込むというのは、一つの地域の在り

方としてはあるのかなと思っております。

以上が統計データから見たインバウンドの大

分県の現状になります。

続きまして、５ページ以降は私どもの研究所

が、昨年３月に大分県内の従業員１０人以上の

施設を対象に実施しました、インバウンドに関

するアンケート調査結果を抜粋したものになり

ます。

今回、県内１６０の旅館、ホテルにアンケー

ト調査を配布いたしまして、７１施設から回収

しております。回答率は約４４％となっており

ます。

地域別で見ますと、別府市から２３施設、由

布市１２施設、日田市１０施設、その他２６施

設から回収したものになります。

こちらのアンケート調査結果を見ていきたい

と思いますが、まず初めに、５ページの左上に

あります訪日外国人宿泊客の受入れ頻度につい

て御説明いたします。

このアンケートは宿泊施設に対しまして、今、

外国人宿泊客はどの程度の頻度で受け入れてい

ますかというものを聞いたものです。こちらは、

ほぼ毎日ですか、週に１回以上ですか、月に１

回以上ですかというような形で聞いたものにな

ります。

結果を見てみますと、まず、全体では５２．

１％、半分以上の施設がほぼ毎日、インバウン

ド客を受け入れているという回答になっており

ます。次いで多いのが、週に１回以上が２２．

５％ということで、合わせますと約７５％とい

うことで、回答施設の約４施設のうち３施設が

毎週インバウンド客を受け入れているといった

ような状況になります。

所在地別で見てみますと、ほぼ毎日との回答

は、由布市が８３．３％、８割超の施設でほぼ

毎日受け入れていると。次いで別府市、日田市

の順になっておりまして、由布市の受入頻度が

非常に高いといった結果が出ております。もち

ろん、これはちょっと施設の回答数とかにもよ

るんですけれども、私どもの今回の結果ではそ

ういう結果が出ております。

続きまして、右上の訪日外国人宿泊客数の５

年前からの変化のグラフについて説明いたしま

す。

こちらは、５年前と比べて外国人宿泊者がど

の程度増えましたか、減りましたかというのを

聞いた結果になります。

こちらを見ますと、最も多いのが２倍以上イ

ンバウンド客が増加したで３２．８％、３割超

の施設が２倍以上増加していて、次いで１７．

９％で５割以上増加、次いで１６．４％で３割

以上増加となっておりまして、基本的に増加と

回答した施設は、全体の回答施設のうちの８割

の施設です。

こちらも所在地別で見てみますと、日田市が
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回答施設のうち６割で２倍以上に増加、由布市

が５割で２倍以上に増加と、こちらの地域では

半数以上の施設で２倍以上増加したという回答

になっておりまして、インバウンド客が非常に

増えているといった状況が見てとれるかと思い

ます。

続きまして、左下の訪日外国人宿泊客の受入

れに対する意識という設問になります。

これは宿泊施設における経営戦略の中で訪日

外国人宿泊客が重要か、重要でないかというこ

とを聞いた結果になります。

これの結果を見てみますと、非常に重要と回

答したのが３６．６％、重要と回答した施設が

３９．４％と、こちらも４施設のうち３施設が

重要であるという回答をしておりまして、宿泊

施設の経営戦略においてインバウンド客という

のは非常に重要になってきているというのが見

てとれるかと思います。

ちなみに、私どもが別の調査で、５年前に県

内の宿泊施設にヒアリングをいろいろしたんで

すけれども、そのときには、多くの施設では、

基本的には日本人宿泊者を重視していまして、

外国人宿泊者はプラスアルファ積み上げればい

いなというぐらいのことで答えていました。冒

頭話しました外国人の延べ宿泊者数は、５年前

ぐらいだったらまだ３０万人ぐらいでしたので、

そういうような結果だったのかなと思っている

んですけれども、今、１３０万人に増加してき

て、やはり宿泊施設における外国人宿泊者の位

置付けというのが非常に高まってきているとい

うことが言えるんではないかと見ております。

本当にこの５年間で、宿泊施設の方の意識とい

うのが大きく変わったんではないかと見ており

ます。

続きまして、右下のグラフですね。これは、

宿泊客数全体に占める訪日外国人宿泊客の割合

ということで、各施設の宿泊客数全体に対して、

外国人の割合は何割ぐらいですかというのを見

た結果になります。

こちらを見ますと、１割未満が４７．９％で

最も多くて、１割から３割未満が２２．５％、

３割から５割未満が１６．９％となっておりま

す。１割未満との回答が多いとなっております。

ただ、地域別で見てみますと、回答数の関係

というのもあるんではないかと思いますが、由

布市と日田市は割合が非常に高いという結果が

出ております。

あと、外国人宿泊者が全体のうち半数以上、

５割以上占めていると回答している施設が全体

の１２．６％ありまして、約１割超はインバウ

ンド客が半分以上を占めている、全体でいくと、

７１施設のうち９施設が外国人客の方が多いん

だと回答していまして、外国人宿泊者が中核と

なっている施設も見られています。

特に外国人宿泊者が半数以上を占めている施

設は、地域で見てみますと、回答数の関係もあ

りますが、別府市が１３％、由布市が２５％、

日田市が２０％となっておりまして、半数以上

の施設も由布市の割合がちょっと高いというよ

うなことが出ております。

続きまして、６ページになります。こちらは、

訪日外国人宿泊客の予約方法について見た結果

になります。

これは複数回答になりますが、こちらを見て

みますと、日本のインターネット予約が７０％

ということで最も多くて、次いで海外の旅行会

社（インターネット予約専門業者以外）が５４．

３％、次に海外のインターネット予約専門事業

者が５１．４％、直接受付が５１．４％という

順になっております。

こちらの結果を受入頻度別、さきほど受入頻

度を施設に、ほぼ毎日受け入れているか、週に

１回受け入れているかと聞いたんですが、この

受入頻度別で見ると、受入頻度がほぼ毎日と回

答したところは海外の旅行会社が７８．４％と、

海外のインターネット予約専門事業者が７０．

３％。受入頻度が高いところでは、こちらの海

外の旅行会社若しくはインターネット予約専門

事業者を使っている割合が高いというところが

ありまして、予約頻度が高い宿泊施設の特徴と

なっています。

続きまして、右側の今後ターゲットとしたい

国・地域別の訪日外国人宿泊客ということを表

したのが右の円グラフになります。
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今後、宿泊施設がどういった国・地域をター

ゲットとして誘客したいかというのを見たとこ

ろでありますが、最も多い回答が台湾で２８．

４％、次いで韓国が２３．９％、アメリカが１

１．９％、香港が７．５％という順になってお

りまして、台湾が非常に多く約３割ということ

であります。

なぜ今回、台湾が一番多くなったのかという

ことをヒアリングなどを含めて聞いたところ、

基本的に台湾は、こちらも皆さん御存じのこと

かと存じますが、中国や韓国と比べると親日家

が多いということでありまして、非常に中国、

韓国と比べるとちょっとした政治情勢でインバ

ウンド客が減るということがないということで、

台湾ということであるかと思います。

今も、お隣の韓国の話ですけれども、ＴＨＡ

ＡＤの配備という問題で、中国側が韓国への旅

行に規制をかけたりとか、そういった政治情勢

とかに影響されるということもありまして、中

国、韓国以外に台湾の方々を誘致したいという

ことがあると思います。

それとまた、昨年までは、今はちょっと運休

していますけれども、大分空港と台中市を結ぶ

マンダリン航空の定期チャーター便が就航して

いたと、これは県でも、今再就航に向けていろ

んな働きかけをしているんではないかなと思っ

ておりますけれども、こういった就航があった

ということが要因としてあるんではないかと思

います。

あとまた一つ、ターゲットとしたい中で特徴

的なのは、アメリカが１１．９％、ヨーロッパ

が４．５％と２割弱のところで、欧米諸国をタ

ーゲットとしたいという回答も見られておりま

す。

これは、さきほどお話ししましたが、非常に

滞在日数も長く、宿泊単価も高いといった傾向

があることから、アジア諸国ではなくて、欧米

豪諸国をターゲットとしたいというところが出

ているんではないかと思っております。

ただ、さきほどもお話ししましたけれども、

欧米諸国の旅行ニーズというのは、歴史・文化

体験とか日常生活体験です。そこの魅力を大分

県が磨いていかないと、欧米の方を誘致すると

いうのはなかなか難しいと。

ある観光運輸業の方とかにお話をさせていた

だいたときにも、やはり欧米の方を呼ぶのはな

かなか難しいんだと、口で言うのは簡単なんだ

けど、なかなか難しいところがあるので、やは

りここは官民あげての取組も必要になるんでは

ないかなと見ております。こういった欧米の方

々のニーズにいかに応えていくかというのが課

題ではないかなと思います。

最後、７ページになります。

こちらは、訪日外国人宿泊客の受入増加に向

けた取組として、宿泊施設がどういうことをし

ているかというのが出ているところであります。

最も多いのが、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備で７６．

８％、次いでカード決済の充実、多言語コール

センターの利用ということです。

Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備が最も多いんですが、

本当に５年前ぐらいですかね、このＷｉ－Ｆｉ

環境というのは全然整っていなかったような状

況だったと思いますが、最近、宿泊施設を見た

り、公共施設を見ても、非常に整ってきたのか

なと思います。

ただ、２番目のカード決済の充実、こちらは

今後一番の取組というか、一つの課題であるの

かなと思っております。

中国、韓国の方もそうですけれども、世界的

にキャッシュレスというように決済方法が多様

化してきているということがあると思います。

日本人はどちらかというと現金主義で、現金

で払うというのが多いんですが、中国とかでも、

アリペイとか、ウィーチャットペイとか、いろ

んな決済手段が出てきているかと思います。

当然、あくまでも魅力のある商品がないと買

わないというのはあるんですが、ただ、決済手

段というのはやっぱり多様化していかないとい

けないというのがありますし、日本式ではなく

て、やっぱりインバウンドに合わせた決済手段

というものを図っていかないといけないという

ことがあると思います。今後、このカード決済

という──カード決済と書いているんですけど、

様々な決済方法というのを整備していく必要が
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あるのかなと思っております。

最後、訪日外国人宿泊客の受入れに関する課

題ということで、一番多いのが言語対応、２番

目が予約キャンセル、３番目が施設や設備の利

用方法となっておりまして、基本的にやはり言

語の問題が多いということがあるかと思います。

３番目の施設や設備の利用方法というのも、

基本的にはいかに利用の仕方を外国の方に理解

していただくかということがありまして、これ

もほぼ言語対応ではないかと思っています。

あと、課題としては予約キャンセル、結構イ

ンバウンドで来られる方は予約をそのまま、も

う何も連絡もなくキャンセルする方が多いとい

うことがあります。ホテルでも事前の支払いを

させたりとか、向こうに確認をとったりとか、

いろんな手段を考えてはいるんですけど、なか

なかそこにもやはり言語の壁があったりとか、

なかなか確認がとれないということで、予約キ

ャンセルというのが宿泊施設の課題としてあが

っているということがあります。

以上がアンケート調査結果になります。

最後に、今後のインバウンドの取組を考える

上でということで、まとめをさせていただきた

いと思います。

さきほどからお話ししていますけれども、国

・地域における観光ニーズというのは、それぞ

れエリアによって違います。それを的確に把握

して、大分県でありましたら温泉というのが非

常に強みですので、そういった観光資源に関心

の高い国・地域へのプロモーション、働きかけ

を強化するということが一つあるんではないか

と思います。

また、こちらはもう２０１９年ですね、皆さ

んもいろいろと御意見があるところではないか

なと思いますけれども、大分県がラグビーワー

ルドカップの開催地になっております。多様な

国・地域から訪日外国人が来られますし、全世

界に大分県をＰＲできる絶好のチャンスではな

いかと思います。特にラグビーといいますと、

欧米、オーストラリアですね、欧米豪諸国の方

に非常にニーズがあるかと──ニーズといいま

すか、こちらの方が大分県に来るんではないか

ということが予想されますので、こちらの受入

環境の整備をはじめ、今後の誘客のきっかけと

なるような取組というのが非常に重要になるん

ではないかと思っております。

以上が、観光産業の成長と発展について、イ

ンバウンドの現状という説明になります。

ありがとうございました。油布委員長

これより意見交換に入りますが、ざっくばら

んに行いたいと思います。御質疑や御意見、御

提案など、何でも結構ですので、お願いします。

いつも最新データの集約に御苦労さ麻生委員

れていらっしゃるんじゃないかなと思うんです。

大分県で観光統計調査でしたっけ、３か月に１

回の集計を、宿泊拠点とか、いろんなところの

データも収集している、そういったのを即座に

公表すれば、皆さん方がオープンデータとして

うまく活用して、最新状況を常に把握するとい

うことが大事になってくるのでしょう。

実は今日、こういうのがあるということで、

これは議員全員に配付されているんですけど、

２８年度の地域経済分析システム（ＲＥＳＡ

Ｓ）普及促進事業で、ＲＥＳＡＳを用いた地域

課題分析調査報告書という大銀経済経営研究所

さんがまとめていただいた資料の６１ページか

ら６５ページの間に、観光マップ分析について

もお示しいただいているんですが、これもだい

ぶ前のデータに基づいているもんですから、台

中便があったりなかったり、あるいはいろんな

動きがある中で、相当変わってきている。

それで、韓国のＬＣＣがめちゃくちゃ増えて

いるんで、直近ではさらに動きが出てきている

んですが、これを見ると、各市町村のキャパと

か、宿泊のキャパから全部、これを観光の分野

だけ刷新して、最新のやつを見比べるとおもし

ろいなと。それにさらにＲＥＳＡＳを用いて最

新データをどれだけ組み込んでいくかというこ

とをやるといいのかなと。

地方創生も含めて産業連関表、２０１０年の

分で、２０１１年の分は過去値を多分うまく活

用してやっているんでしょうけど、２０１５年

分を今正しくやろうとしている時期ですよね。

集計に入っていると思うんですが、こういった
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ものをいかにうまくミックスしてやるかとなる

と、すごく使えると思います。現時点で説明い

ただいたのも最新だろうとは思うんですけど、

もう既にかなり使えなくなりつつあるというか、

変わってきていると思っているんです。そうい

った部分をどうやって使えるようにするか、産

業連関表なんか、姫島を見ると、観光素材とし

て最高の資源があるんだけど、うまくいってい

ない。昨日か、隠岐の海士町、あれは産業連関

表で財・サービスの出入りを全部改善し、漏れ

バケツと言われている、どんどん漏れていくバ

ケツの穴を閉じるという具体的なことをどんど

んやって、地方創生に役立てている。観光産業

も、リネンが全部本土まで行かざるを得ないこ

とになり、廃業したのをもう１回スタートアッ

プ事業で立ち上げて、会社もつくって、だいぶ

復活しつつあるとかいうような話も聞いたんで

すけど、それと同じようなことも必要なんだろ

うと。そういう意味じゃ、姫島村なんかは島で

すから、財・サービスの出入りがめちゃくちゃ

分かりやすいなと。１個成功事例を作ってしま

えば、他の市町村にも波及できるかなというこ

とを痛感しましたので、何かちょっと仕掛けて

ほしいなというのが１点。

それから、観光マップを見たときに、県外か

らの滞在人口割合という部分が休日と平日で違

うんですよね。これはインバウンドについても、

市町村ごとで、どこの国は休日と平日、これは

多分ほとんどが福岡から入ってきているんで、

日田市がやっぱり一番多いんですよね、比率が。

２０％超えている比率は日田市と。意外と大分

市、別府市、由布市って、そうでもないんです

よね。

他の都道府県、全国的なものを見ると、空港

の所在市ってすごくいいんですよね。九州でも、

福岡市はもちろんだけど、空港に近いというこ

とで、鳥栖市周辺のビジネスホテルはすごいこ

とになっているという中で、空港がある国東市

というのはもっと、国東半島六郷満山もあるん

で、施設整備なんか空港周辺でやればいい。ち

ょっとそういう平日と休日の傾向とか、県外か

らの入り込み客の傾向も市町村ごとに違うし、

インバウンドでもし何かつかんでいるようなこ

とがあれば教えてほしいなと思います。

まず、１点目なんですけれ川野参考人補助者

ども、産業連関表というところでの話かと思い

ます。

私ども、ＲＥＳＡＳでさせていただいたとき

に、この産業連関表自体は、国が出しているデ

ータで各市町村が作っているというのがありま

して、そのデータを基に、どういうふうな財・

サービスのやり取りがあるかというのを作った

かと思います。

正直、私どもでも、産業連関表というのが地

域の物の出入り、例えば、宿泊費用であれば、

宿泊業の食材とかをどこから調達しているのか、

例えば、大分県の宿泊業者が実は県外から仕入

れていて、そこはさきほど言ったように漏れて

いるんではないかとかいうものを見られるとい

うのが一つの利点でもあるかと思います。

ただ、逆にデメリットとしては、基本的に産

業連関表は、より精緻なものを作っているのは

県単位でしかなくて、市町村単位は基本的にな

いと。今回は、あくまで国が作った産業連関表

を分析した形でしておりまして、あと、全国一

律で作っておりますので、その地域の特色をす

ごく色濃く反映したものというよりは、ある程

度の一定のやり方にのっとってやっています。

私どもも産業連関表を使ってやっていたんです

けど、これって本当にそうなっているかなとい

うところで、少しクエスチョンがある部分もあ

りました。

そのとき、確か２２個に産業を分けて作って

いたのが、今確か３９個か、そのぐらいまでに

分割されているのがあるんですね。ただ、分割

はされているんですけれども、宿泊業とかって

いうのは産業として切り出されていなくて、対

個人サービスという形で、例えば、散髪屋さん

とか、個人がするサービスを受ける中に全部入

っているというようなことがあるんです。なの

で、どこまで精緻にとれるかというのがありま

す。

ただ、私どもも、逆に言えば各市町村から委

託を受けて、地域の産業連関表、例えば、今ま
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での実績でいくと、別府市、由布市、あと豊後

高田市の産業連関表というのを作りました。例

えば、由布市であれば宿泊業がメインなんで、

さきほどの個人サービスとか、大きくくくるん

ではなくて、宿泊業だけ切り出した形で作った

りということをしておりますので、私どもとし

ましても、そういうところで市町村の方々から

意見をいただく中で、作成を手がけるというこ

とは可能ではあるかなと思っております。

ただ、なかなか産業連関表を作るというのは、

県でいきますと５年単位で作っていますし、デ

ータをいっぱい集めるということで、やはりそ

れだけの期間がかかると。例えば、２０１５年

の産業連関表を作るんですけれども、多分発表

するのは２０２０年ぐらいで、５年前という、

遅くなってしまうようなところがありますので、

速報性とか、作るのにある程度、私どもでもや

はり３か月、半年ぐらいかけて作るようなもの

になりますので、どこまで汎用的にできるかと

いうのは一つあるかと思います。

ただ、さきほど麻生委員にお話しいただきま

したとおり地方創生では、国も、まち・ひと・

しごと創生推進室とかも言っていますけれども、

やはり経済循環がどうなっているのかというの

は一つ大きく、やはりそれを見ないことには地

域の戦略が立てられないと言っておりますので、

そういったようなところから、私どもも様々な

提案、提言ができればと思っております。

あと、もう一つあるのはデータですね。私ど

ももいろんなところでデータを集めてはいるん

ですけれども、公的な統計データでしか集めら

れないというか、なかなか時間がかかったり、

費用もかかりますので、逆にそういう統計デー

タなどの整備というのは国や県が速報性も高め

てしていただけると、こちらとしましても様々

な分析ができるかなと思っております。

それと、二つ目が何でしたですかね。（「県

外からの滞在」と言う者あり）

それも、さきほどお話しさせていただいたこ

とと、ちょっとつながってくるんですけど、な

かなかデータをつかまえるところがどこにある

かというところがありまして、多分、今、麻生

委員が見ていただきました滞在人口の話という

のも、基本的にはＲＥＳＡＳにデータは出てい

るんですけれども、ある時点、あるときの、例

えば、スマホを持っている方からデータを取り

集めて、どこどこにするとか、あと、消費でい

くと外国人でＶＩＳＡカードを使った方がどれ

ほどいてという形でデータが出てきているとこ

ろではあるんですね。

滞在時間とか滞在人口をインバウンドで把握

するデータの整備というのが、多分、そこにあ

るＲＥＳＡＳのデータしかないような状況なん

ですね。ですので、インバウンドの現状の滞在

人口とかがどうなっているかというのは、その

データ以外ではとれないということがあって、

そこの正確なデータというのは、私どももつか

めていないというのが正直なところであります。

ただ、別府には結構韓国の方が増えてきてい

る、韓国の方も団体から徐々に個人にシフトし

てきているとかいったような特徴はあったりす

るんですけれども、なかなか滞在人口、どこに

行ってとか、どこから入ってきて、どこからア

ウトしていってとかいう動きですね、そこはす

みません、正直つかめていないというのが現状

です。

ありがとうございます。本当に御苦麻生委員

労されていらっしゃると思うんですよね。それ

で、今回の議会の答弁でもありましたが、官民

データの利活用という部分について、利活用計

画、そのオープンデータを含めて、やっぱり民

間が持っているデータを行政に提供していただ

くためには、行政も公表しないといけない。そ

のやり取りの基本計画の方針をしっかり策定し

て、その上でやっていく。

オープンデータ式では、鯖江市みたいなとこ

ろはやっぱり方針をしっかりして、利活用計画

も定めて、お互いに責任分野も明確にして、こ

の分の使い方はどうだというようなことを決め

てやっていらっしゃいますが、そういうことが

重要になってこようかと思います。ですから、

幾分なりとも──先日もホルトホールで、先週

の金曜日か土曜日かね、オープンデータのセミ

ナーをやったりもしているみたいでありますの
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で、ぜひそういった中で、皆さん方が使える形

でやっていってほしいなと、そういう声も上げ

てほしいなと。

もう一つは、観光統計調査辺りも、全国の一

律の何かそういったところに県が金を結構出し

て調査委託しているんだけど、これだけでいい

のかなというような部分もありまして、むしろ、

地場のホテルにしても、旅館にしても、地元金

融機関の方が連携、ネットワークをしっかり張

っていると思うんで、逆にそういったシンクタ

ンクに委託した方がいいんじゃないかというよ

うな議論も実はあるんですよね。

そうすると、より最新データを活用してやり

取りもできるんじゃないかなという気もしてい

ますので、その辺はまたいろいろとお教えいた

だければと思います。

表の資料の内容も含めて、少し教え玉田委員

ていただきたいところがあるんですけど、まず、

１ページ目の大分県におけるインバウンドの現

状で、右の表の九州で一番少ないのが宮崎県と

いうのが意外だったんですけれども、今、大分

と宮崎は東九州という軸で、特にユネスコエコ

パークか、そういう軸も含めて、今、我々も考

えようとしているんですけれども、まず、研究

所側で宮崎県が低くなっているというのは、ど

ういうふうに見立てているのかということが一

つですね。

それから、３ページ目の資料なんですけれど

も、大分県に韓国の方が非常に多いということ

で、それで、一人当たりの旅行消費額を見ます

と、韓国が最下位ということでびっくりしたん

ですけど、ただ、平均宿泊数をオーストラリア

並みに持っていくと、ほぼスペインの下ぐらい

になるんですよね。そういう意味で、韓国は滞

在期間が少ないから消費額が少ないと思うんで

すけど、こちらにもう一泊してもらうとか、そ

ういうことについて、どういうアイデアがある

のかなということが２点目。

それと、平均宿泊数なんですけれども、例え

ば、フィリピン、インド、それからベトナムが

平均宿泊数で３０日を超えているんですよね。

これは多分、いろんなデータが入っているから

そういうふうになっていると思うんですけれど

も、これはそのまま表どおり受け止めていいの

かどうかですね。

それから、もう一つは４ページ目のところで、

さきほどの欧米の誘客についてですけど、例え

ば、イギリスとかオーストラリアでは、スキー

・スノーボードって、アクティビティに対する

要求というのがあるんだろうなと。例えば今、

ウインタースポーツですと、東京あるいは成田

からアクセスのいい長野県、それから新潟県の

スキー場は、ほぼ欧米の方でいっぱいなんです

よね。長野の新幹線の駅なんかに行くと、もう

ほぼ外国の方、欧米の方が列を作ってみどりの

窓口に並んでいるという状況なんですけど、そ

ういうことを含めて、今、大分で六郷満山の仕

掛けだとか、ユネスコエコパークの仕掛けだと

かありますけれども、そこをもうちょっと深掘

りして、アクティビティの要素を入れる、今、

ユネスコエコパークの宇目の藤河内渓谷でやっ

ていますよね。そういうものについて、もう少

し深掘りできるような形があるのかとか、その

辺について少しアイデアがあったら教えていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。

まず、１点目の宮崎県のお川野参考人補助者

話になるかと思います。

これは他県の話なんで、明確にはなかなか難

しいところがあるかと思いますが、ただ、私ど

もは、ちょうど東九州自動車道が開通するとき

に、宮崎銀行のシンクタンクさんと福岡にあり

ます九州経済調査協会さんのシンクタンク３者

共同で調査をしたんですけれども、その際に分

かったことは、大分から宮崎に観光客は余り行

っていなくて、逆に宮崎から大分に来る人が多

かったというのがあるんです。それは国内なん

ですけどね。国内的な県内客の話なんですけれ

ども、それは何でかなというと、インバウンド

じゃないんですけれども、一つ言えたのが、宮

崎は思ったほど観光資源とか、そういうものが

ないという結論なんですね。

それはなぜかというと、どちらかというと自

然体験とか、サーフィンであったりとか、例え

ば、高千穂があったりとか、宮崎の方からする
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と、高千穂が観光資源だみたいなイメージがど

うも強くて、遊園地というのも、こどものくに

とかあるんですけど、例えば、大分を見ると城

島とかああいうのもないし、水族館とかもない

とか、基本的に観光資源が少ないという言い方

はしておられます。

これがちょっとインバウンドに当てはまるか

どうかは分からないんですけれども、宮崎の研

究所の方と話すと、観光資源の差というのが一

つあるのかなと思います。

二つ目の泊まるという、滞在期間を延ばすと

いうところでは、基本的に泊まるということは、

イコール何かするというと、泊まるための何か

をしなければいけない、泊数を増やすためには

魅力、目的がないと、多分泊まらないと思いま

す。

これは国内客にも言えることだと思うんです

けれども、今、広域ルートの確立というか、基

本的に１か所だけで行って泊まると、そこでの

１日がそれで終わる、もう終わってしまうと何

もありませんので、今の宮崎の話とか、熊本と

かでもそうだと思うんですけど、広域的な観光

資源のツアーを作るとか、広域ルートの確立と

かいうのが必要になるんではないかと思います。

それも、体験型というのも１日で終わるんで

はなくて、例えば、２日、３日とかいう形にす

れば当然泊まるということはありますし、今、

エコパークの話もありましたが、そこはやはり

県境をまたいでとか、言ってしまえば、市町村

の枠も境界ではなくて、できるだけ魅力なりを

提供できるかになると思います。

私自身、国東六郷満山のお話がありましたが、

非常に大きな資源じゃないかなと見ています。

神仏習合というところの、神社と仏閣が一緒に

なってあるようなところは、やはり先駆けみた

いなところでもありまして、日本の中でもすご

くポテンシャルのあるところだと感じておりま

す。

世界遺産にということで動かれている方もい

らっしゃるかと思いますけれども、そうなれば、

国東全体が一つの観光資源になりますし、１日

では周り切れないとなれば、当然泊数も増える

というようなところもありますので、そういっ

た点で捉えるのではなくて、面で捉えるような

観光ルートですね、これはもう一般的な話かも

しれませんけれども、これは一つあると思いま

す。

あとは、泊まるということは、イコール夜か

ら朝にかけてということがありますので、やっ

ぱり夜のナイトタイムエコノミーと、最近言わ

れていますけれども、夜型の消費をいかにさせ

るか、夜の魅力を作っていくか。それは他の地

域で夜泊まられることになると、例えば、大分

に来たけれども、宿泊は黒川温泉にしようかと

いうふうになると、大分には──さきほどすみ

ません、県境を考えちゃいけないとは言ったん

ですが、やはり地元大分に落とすということで

あれば、夜をいかに楽しめるものがあるのかと

か、夜に何らかの体験観光ができるかといった

ところは一つ大きな泊まる材料になるんではな

いかなと思います。

国内客でいえば、いかにアルコールを飲んで、

車で帰らないようにするのかというようなとこ

ろがあるのかなと思いますし、アルコールツー

リズム的な──ツーリズムと言うとおかしいん

ですが、そういう感じの視点というのも必要な

のかなと思います。

３番目が、こちらの統計データですね、フィ

リピンが２８．３泊とか、多いと。これは、す

みません、私の説明が悪くて申し訳ないですね。

観光客だけではなく、これはビジネスも入って

いるものになります。ですので、ちょっとここ

の数字の泊数というのは変わってくるところは

あるかと思います。

ただ、一つポイントとしては、これは今回、

１回当たりの旅行消費額ということでお話をさ

せていただいたんですけれども、これはさきほ

どもお話があったんですけど、１日当たりに直

すと、そこは韓国と欧米、そんなに変わらない

というか、逆に韓国が多いところがあったりす

るんですよね。１日当たりの消費額で直した場

合でいくと。当然、欧米人だからいっぱい飲食

するとか、それはやっぱり胃袋はそんなに変わ

らないでしょうから、大きさというのはあると



- 13 -

思いますけれども、ただ、やはり泊数が延びる

ところで宿泊費と、あと飲食費が上がってくる

というところで大きいのかなと思いますので、

１日当たりで見ると、韓国もそんなには変わら

ないというところは一つポイントとしてあるの

かなと思います。

ただ、泊数については、そういった誤差とい

うのはあるのかなと思っています。

それと最後４番目、アクティビティの話があ

ったかと思います。

これは、非常に長期的に考えるべきところが

あるかと思います。というか、このアクティビ

ティをいかしていくということが、やはりイン

バウンド客のリピート率を上げていくものでは

ないかと見ています。

さきほど、アジアの方はショッピングが多い

とお話ししました。ショッピングというのは、

結局、買い物がある程度終われば、物が充足す

れば、物を買う必要がなくなるというものにな

ってくるかと思います。

欧米の方がなぜ、歴史であるかというと、や

はり先進国が多いということであって、ショッ

ピングで何を買おうとかっていうよりも、その

地域にある体験であったり、文化を学びたいと

いうところがあると思います。

その中には、やはり一つエコツーリズム、自

然を楽しむとか、例えば、これは韓国になりま

すけれども、今、オルレをすごくやっています

が、トレッキングというのは非常に韓国の方に

ニーズがあります。もちろん、欧米の方も自然

とか体験というのは非常に興味を持っておりま

すので、このアクティビティというのは非常に

ポテンシャルを持っているものではないかなと

思っています。藤河内渓谷でのキャニオニング

とかスキーとか、様々な大分県の豊富な自然環

境、景観も含めてあるかと思いますので、ポテ

ンシャルは高いのではないかなと思っています。

すみません、さきほど宮崎は観光資源がない

と言ったんですが、逆にアクティビティについ

てはすごく強いんですね。

まず、海はサーフィンがあったり、釣りとか

もありますし、逆に今度は山に入ると、今、そ

れこそ延岡辺りで、ある方が日向のひむかです

かね、そこですごくそういったアクティビティ

のいろんなメニューを準備してやったりしてい

るんですね。もしかすると、将来的にはそこが

すごくポイントとなって、インバウンドの客を

つかめる可能性はあるかもしれないというとこ

ろがありますし、逆に言えば、エコツーリズム

であったり、宮崎とそういうところで連携して

いくとか、例えば今、蒲江と県境を挟んで延岡

と東九州伊勢えび海道とかをやっていますけれ

ども、そういう資源をうまく生かして、ここが

拠点となるようなものを作れると、リピートと

いう意味では非常に有効な観光資源になってい

くんではないかなと見ています。

ただ、大分は宮崎と違って、一番の強みとし

て温泉というものが当然あるんで、ここを軸に

考えながらですけれども、アクティビティをし

た後に温泉というのもまた一つのつながりのあ

る、ストーリーのある観光資源の提供のやり方

にもなるんではないかなと思いますので、そう

いったことは一つあるかなと考えています。

大分にとって、アクティビティは今玉田委員

からが途上なのかなという思いがあって、例え

ば、ニュージーランドなんかに行くと、釣りの

ツアーがあって、湖で釣った魚を近くのレスト

ランで料理してもらって、待っている間にもう

一つプログラムを入れられるとか、それはもう

自分の選択で、ツアーじゃなくて、そういう町

ぐるみのシステムというか、そういうのがあり

ますよね。

それは多分、滞在日数にも影響するんでしょ

うけれども、そういうふうな、何というかな、

新幹線が来ていないから、ゆっくり過ごせる大

分、宮崎と──宮崎はあれですが、大分という

ところで、スローツーリズムみたいな、そうい

うところをアクティビティとあわせて提案でき

ればいいなというような思いがあるもんですか

ら聞きました。どうもありがとうございました。

１点補足して申し上げたいと思い衛藤参考人

ます。

アクティビティについてなんですけれども、

それぞれの地域ごとに一押しのアクティビティ
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をそれぞれ持っていると思うんですが、当県に

おきまして対外競争力のあるアクティビティを

選び出して、それに向かって集中的に投資をし

ていく必要があると考えております。

対外客をどの国・地域からのどういった観光

客・層に向かってプロモーションをかけていく

のかといった明確な目的意識を持って、そのリ

ターンを目指して投資していくというような考

え方で開発をしていく必要があるのかなと考え

ております。

各県、各地域とも、アクティビティの開発は、

最近非常に盛んにやっている状況でございまし

て、その中で外国から見たら、どこの地域の何

を目がけて行くかという、旅行目的の中で選ば

れるための努力といったものが一面では非常に

重要だと考えております。

ありがとうございます。安全性の確玉田委員

保と、それから、救急の場合の搬送の問題とか、

特にアクティビティにはそういうまたいろんな

ハードルもあると思うので、ぜひいろんなアイ

デアを出して、いいものを作りたいなと思って

います。よろしくお願いします。

大分県におけるインバウンドの現状尾島委員

を見ますと、今、韓国人旅行者にある程度おん

ぶにだっこという現状が見えると思うんですが、

ちょっと気になりますのは、韓国の方は昔から

温泉が非常に好きで、定期的に大分県を訪問す

る方もいらっしゃったということなんですけど、

現状を見ますと、韓国の人はショッピングを第

２の目的にしながら、一人当たりの買物額が非

常に少ないんですよね。

さきほど日数の話が出ましたけど、私たちが

旅行してもそうなんですけど、日数が少なくて

も、ある程度買物額というのは旅行の回数で決

まるといいますか、その辺が非常に低いのが気

になります。確かに旅行代とか飲食については、

長いほど増えるのは当然のことでありますが、

この現状を見ますと、韓国人旅行者が地元にも

たらす経済効果、そういったものが非常に弱い

んじゃないかと思っています。

ちょっと質問なんですけど、さきほどの全国

的なデータも含めて、ほとんど人数の集計だと

思うんですけど、地域経済にもたらす経済効果

みたいな指標とか集計というのはあるんですか

ね。それが１点です。

それから、ちょっと気になったんですけど、

予約のキャンセルが随分あるということなんで

すけど、団体客のキャンセルがあるのかどうか

なんですね。特に日本でも、ある会社がちょっ

と途中でほっぽらかして、旅行者が大変迷惑し

た事例があったと思うんですけど、外国のこう

いった団体客を取り扱うような、特にアジアな

んですけど、団体客を取り扱うような旅行業者、

あるいはインターネット予約業者、こういった

ところの企業の信頼度とか、場合によっては、

途中でほっぽらかした倒産の事例とかいうのが

もしおありでしたら、お願いしたいと思います。

今の予約キャンセルの件で川野参考人補助者

すけれども、エージェントが間に入っているの

をキャンセルするという形は、余り聞いたこと

はないです。エージェントが入っているところ

であれば、ある程度の、キャンセルするにして

も連絡があったりとかということにはなってい

るかと思うんですけど、やはり予約キャンセル

自体は、個人客が個人で申し込んで、そのまま

ほっぽらかしとか、そういった形の方が多いん

ではないかと思います。

あと、業者についてのクレームがあるのかと

いうところについて、今のところヒアリングの

中とかでは聞いたことがないですね。実際ある

のかもしれないんですけれども、ヒアリング先

の方とか、そこまでお話をいただけていないの

かもしれないんですが、そこはちょっと聞いた

ことは、私どもの中ではないです。

お尋ねいただいたことに少し関連衛藤参考人

するかなと思うんですが、正当なキャンセルで

すね、予約サイト等で、例えば、２週間前まで

はキャンセル料不要ですというような取決めが

なされているケースが大半なんですけれども、

外国の旅行会社では、旅行社によっては、すご

く大量の予約を入れて、キャンセル料がかから

なくなる日の前日にドンと落とすというような

スタイルで予約をする方が、日本人のスタイル

ではそういったのはないんですけど、外国の中
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ではそういったスタイルで予約システムを使わ

れる方というのは、一部のホテルの方からはヒ

アリングの中でお話がありました。

それはちょっと、システム全体の問題ですけ

れども、少し悩みになっている感じでございま

す。

韓国の方の落とすお金の小ささは、麻生委員

がおっしゃったように、どんどんゴルフに行っ

ていただいて。（「ゴルフは結構多い」「おま

けに経営も韓国資本やけんな」と言う者あり）

なかなか物として購買行動は少ないというの

は、やっぱり言われております。

それで、韓国の人は政治不安とかが尾島委員

あって、将来的には違うところ、台湾とかいう

話が出ていましたけど、こういった調査を全て

旅館、ホテルでやられていますよね。この資料

については。（「はい」と言う者あり）例えば、

お土産という観点からいくと、中国の方が非常

に爆買いを──今ちょっとおさまったみたいで

すが、そういう傾向もありますので、免税店や

お土産を扱うような、そういったところの意向

というのも調査されたことがあるんですかね。

ここよりもこういうところの人に来てほしいと

いう点には一番敏感だと思うんですね。

直接的にといいますか、こ川野参考人補助者

れはもう委託調査──私どもからすれば受託調

査になりますけれども、クルーズ船の調査です

ね。自治体から受けて実施したことがありまし

て、そのときにいろいろと経済効果を出すとい

うようなことがありまして、免税店などからは、

いろんな売上げといいますか、どのぐらいの数

字があったかというのを調査したことがありま

す。

ただ、なかなかやはりそういった調査が最近

は。６年ぐらい前の話なんで、まだインバウン

ドがここまで活発になっていなくて、クルーズ

船が入ってきていてというような状況だったん

で、内容的にどこまで分析ができるというとこ

ろまではいっていないところがありました。

ただ、当然、電化製品を買って、そのときは

クルーズ船に乗ったりしているところがありま

したので、ある程度の経済効果──そのとき経

済効果ということで発表させていただいたんで

すけれども、見れる部分はあったかなと思いま

す。

ただ、クルーズ船なり、インバウンドだとい

いますけれども、例えば、東京と大分を比べた

ときのショッピングとかお土産というものは全

然違ってくるものだと思います。置いてある商

品も全然違いますし、じゃ、大分に来て電化製

品をどれだけ買って帰るかとなると、やっぱり

ちょっと違う部分もあるのかなと思いますので、

大分ならではのお土産とかという部分をいかに

打ち出していくのかというところがやっぱり必

要なのかなと思います。全国的な数字よりは、

やはり消費というのはどうなのかなと思ったり

はしますけど。

大銀さんにぜひいろんな調査をして尾島委員

いただいて、大分県の海外戦略のアドバイスを

いただけるようなことで質問させていただきま

したので、今後ともよろしくお願いします。

すみません、１点、経済効川野参考人補助者

果の御質問をいただいたんですが、経済効果に

つきましては、今、そういったクルーズ船の調

査とかをさせていただいたり、ワールドカップ

の──ワールドカップはちょっとあれですけれ

ども、明確にインバウンドで経済効果がいくら

ということを出したのは、過去ありません。

ただ、当然宿泊者とか、訪日外国人の数字が

分かったり、消費額がいくらぐらいというのが

分かれば、経済効果としてはじくことは可能で

あるかなと思います。

ラグビーワールドカップの大分開催麻生委員

に関わる経済波及効果が２５３億円という算出

をしていただいていると思うんですが、これは

前提条件によってもかなり変わってくるんじゃ

ないかなと思うんです。

例えば、サッカーのワールドカップのとき、

大分で３試合ありましたが、あのときも想定し

ていたのと、実態がどうなったのかなというの

がよく分からんままというかね。

あのとき、西鉄バスとかが禁じ手を相当使っ

て、試合当日に福岡に宿泊している人を乗せて、

ガーンと松岡のパーキングエリアに来て、高速
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道路で降車させて、直接行かせて、終わったら

そのまま帰ったとか、想定外の動きが相当あっ

たし、ＪＲ九州にしても、臨時便特急をがんが

んやったりとか、ありとあらゆることがあった

と思うんです。

そういった部分をしっかり検証して、禁じ手

をしっかり防御して、漏れバケツにならんよう

にしっかり落としていくことが重要だろうと思

うんですが、その辺の部分について、サッカー

のワールドカップのときにはどうやったと、来

年に向けて、今からそうならんように、この辺

は特に禁じ手をもう塞いでおくと、そして、全

部大分に落ちるみたいなね、その仕掛けという

のは今から相当準備しとかんといかんのじゃな

いかなと思うんですが、その辺についての大分

の経済界の意識とか、あるいは、行政とか政治

がもっとこうした方がいいとかいうのがあれば、

ぜひ社長、教えてほしいなと。

今お話しいただきましたように、衛藤参考人

２５３億円という数字は前提として、官民あげ

て努力をしていく前提の数字でございます。そ

れを実現するためには、やっぱり県内にお金が

落ちる仕組みづくりが非常に重要だと思ってい

まして、いかに県内に宿泊してくれる人をひい

きするかということだろうと思います。

もし仮に、私が福岡県の旅行業者だったら、

今頃は一生懸命バスの手配に走り回るだろうと

思いますので、裏返せば、例えば県外に宿泊し

て旅行会社の催行したツアーのバスは競技場の

エリアへ入れないとか、県内宿泊施設に限って

送迎バスについては競技場に横付けしていいと

か、県内にお金を落としてくれる人を、どうや

ってひいきしていくかということがポイントだ

と思います。

それについては、私たちもどんどんアイデア

を出していきたいと思いますし、官民あげて、

もう細かいアイデアの積み重ねでひいきしてい

く仕組みを作らなきゃいけないと問題意識を持

ってます。

ＲＥＳＡＳのアイデアコンテストの麻生委員

最終審査まで残った１０グループの一つに、瀬

戸内海のクルーザーが４艇あると、稼働率が１

０％そこらということで、ほとんど遊んでいる

というような話も聞いたんですけど、ウォータ

ーフロント研究会の会長も御社の関係でありま

すので、大分の海岸線とか瀬戸内海というのは、

インバウンド客にとっては物すごい魅力だと思

うんですね。特に別府湾からの借景ね。そこで、

あるクルーザー、高級クルーザーを全部調達し

て、宿泊も何日か前から西大分付近に無料で係

留をどうぞとして、あそこら辺にも、かんたん

港園辺りにもそういう海からのファンゾーンみ

たいなのを作っておいて、クルーザーの中で寝

泊まりして、温泉もいっぱいありますし、別府

でもいいし、何かそういうような仕掛けとか仕

組みなんかをやるとおもしろいのと違うかなと。

そういったことを１回やれば、それはレガシ

ーとして、何か次の観光需要にも問題提起がで

きるでしょうしね。何かちょっとおもしろいよ

うな提言も含めて、そういうＲＥＳＡＳのおも

しろい提案のアイデアコンテストとかアプリコ

ンテストなんかをフル活用して、大分でワール

ドカップのときできるやつをがんがんやっても

らいたいなという思いでありまして、それはも

う、やっぱりシンクタンクであるところしか仕

掛けができないところがあろうかと思いますの

で、ぜひ経済同友会とか経済界５団体に仕掛け

をしていただいて、やっていただければありが

たいなと思います。お願いしておきたいと思い

ます。

日本に入られる観光客は大体吉岡委員外議員

アジア系なんですけど、温泉は、まず家族が多

いんですかね。それで、よくお見受けするのは、

台湾の若い女性って、結構グループで来たりし

ているんです、湯布院とかに行ったら。韓国の

場合、大きなツアーで家族ぐるみで来て、台湾

は結構個別グループで来ているのかなと、ちょ

っと見た感じがね。中国の場合、消費量も高い

んですけどね、中国はどういう感じで来ている

のかなという、国別でちょっと違うのかなとい

うのがあったのと、男女別の、女性の割合が多

いとか男性の数が多いとか、そこら辺が分かっ

たら教えてください。

男女もありますけど、今の川野参考人補助者
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流れを言いますと、昔、台湾の方っていうのは

一族郎党で来ていたわけですね。２０００年前

後に来ていたというのがあったんですが、今は

どちらかというと──ただ、グループが多いの

は多いです。個人客も増えてはきていますけれ

ども、グループとか、家族とか、団体で来るよ

うな形が多い。

韓国の方も、昔は団体客が多くてというとこ

ろがあったんですけれども、最近、結構個人客

が増えていまして、個人客の中でも女性のグル

ープとかが、例えば、湯布院に泊まりに行くと

かいうのが増えているというところがあります。

中国は、個人客も増えてはきているんですが、

まだ個人客というよりは団体客だというところ

だと思います。

じゃ、これから国の経済が豊吉岡委員外議員

かになってくると、バアッと来るところから個

人に、そして、やっぱり世界遺産的なそういう

文化まで行くという、そういう感じね。

日本人も昔は団体客でヨー川野参考人補助者

ロッパに行っていたのが、もう今は個人で行く

となってきたように、基本的には、初め団体で

来ていた方が多かったんですけれども、韓国の

方とか、個人で行くとなってきていますから、

中国もいずれそうなっていくのではないかなと

思います。

分かりました。ありがとうご吉岡委員外議員

ざいました。

質問というよりも、ぼやき二ノ宮委員外議員

なんですけど、私、由布市に住んでいます。県

議になって由布市全体を、また言えば大分県全

体をなんですけど、とりあえず由布市からいろ

んなことをやって、それが大分県全体に広がれ

ばいいなというような考えで、ずっといつもや

ってます。

観光といえば、別府と湯布院と日田とか、ポ

ッとあがってくるし、観光客の数を見ても、６

００万人とかいうすごい数が来ており、そのイ

ンバウンドということでもお客はいっぱい増え

ているんですけど、例えば、由布市という狭い

エリアから見ても、本当に湯布院の一部の人た

ちだけが恩恵を被って、それが由布市全体に広

がっているかというと──大分県全体でも一緒

だと思うんですね。佐伯は増えているか、じゃ、

竹田が増えているかというと、ほとんど増えて

いないでしょう。それをいかにして、最低でも

私の考えだと、湯布院の中の由布市内にしたい

という考えです。

今、湯布院の旅館を見ても、例えば、自分の

中にバーを持って、そして、お土産まで持って、

もうほとんどそこで完結をさせようとしている。

だから、夜出てとかいう、昔みたいにドンチャ

ン騒ぎしてとかいうようなことが、別府でもほ

とんど少なくなっていると思うんです。

だから、そういう意味で、地域の経済的な効

果というのはなかなか広がっていないと思いま

す。だから、それをどうやって広げるかという

ことが、僕の一番の役割だと思うんです。

例えば今、お土産店とか食堂とか、特にお土

産店は、湯布院なんかでもほとんど外から来て

いて、もう利益はみな持っていくというような、

そういう形なんです。じゃ、どうやって地域に

広げるかということ、僕がさっき言ったように。

そういう中で、例えば民間とか、それから六

郷満山はすごいと思うんですよ。これを見ても、

今、ヨーロッパの人なんていうのは、その地域

のことを知りたいとか、一番そういうのを望ん

でいるのに、それがうまくセッティングされて

いないと。だから、そこをどうやってセッティ

ングするかというのを、僕なんかはもちろん考

えるんですけど、プロとして、そういう情報提

供をしていただきたい。

例えば、一番いいのは修学旅行生ですね。修

学旅行生はどうしても湯布院に泊まりたいと言

うんですね。今度は、２００名をどこかで体験

的にしたいと。じゃ、由布市の中で民泊が今、

２４、５軒しかないです。それで賄えるかとい

ったら賄えない。そして、じゃ、安心院までや

ると、先生たちがそんなに遠くだとだめですよ

ということで、それがキャンセルになると。

逆に言えば、行政としては民泊をいかに今か

ら増やすか、やはりこんなに４千万人、５千万

人、６千万人と、今からは恐らく観光客が増え

ていく、じゃ、それをいかに地域の中で経済と
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して取っていくかという、そういうところに視

点を向けないと、なかなか難しいなち。それは

分かっているんですけど、それがなかなか行政

としてはできていないということ。

だから、例えば、私なんかがヨーロッパの方

に旅行に行ったときに、イタリアであればミラ

ノかどこかということで、本当に行きたいとこ

ろはどこかにあるかもしれんけど、団体的なそ

ういうツアーに組まれていたら、もうそこだけ

しか歩かないと。

だから、今、外国から来たときに、もし大分

県でいえば、湯布院と別府だけだと思うんです

けれども、それを六郷満山にどうやって結び付

けるかとか、だから、４月１日に由布市のＴＩ

Ｃができるんですけど、そういう役割をやはり

県としても大きく予算化しながら、湯布院とい

うものをつかんだら、それに六郷満山が結び付

いているとか、由布市の中の由布川峡谷が結び

付いているとか、そういう情報提供ができるよ

うなやり方をしないとだめやないかと、頭の中

でずっと考えちょるんですけど、それをなかな

か県に言っても実行してくれないし、なかなか

難しいんですよ。

そういうことについて、私のぼやきですけど、

何か考えがありましたら、ぜひ聞かせてくださ

い。

おっしゃるとおり、面で捉える考衛藤参考人

え方というのは、今後は非常に重要になってく

ると思います。

もう一つは、産業連関の中で県内に歩留まら

せるための仕組みづくり、いずれも求められる

ことだと思いますけど、まだ実際には検討が始

まったばかりで、これからいろんなところで議

論を経て、実際に政策なり、活動に落とし込ま

れていくのかなというのが現段階だろうと思い

ます。

我々も、できるだけいろんなところで話題に

してまいりたいと思っておりますので、よろし

くお願いします。

観光地なんかの仕掛けとい二ノ宮委員外議員

うんですかね、例えば、富良野とか、いろんな

ところでスキー客が何とかということになって、

私のところには由布川峡谷ってあるんです。地

元の人はほとんど行かないんですけど、年間に

大型観光バスが１５０台も来たんです。そうす

ると、そのキャニオニングで大体６００人から

８００人ぐらい来ていると。それも誰かが仕掛

けたんですね。

だから、そういう具合に何か仕掛けというか、

六郷満山の仕掛けも何か、あんなにすばらしい

ものがある、整備というのももちろん先なんで

すけど、やっぱりまず情報をうまくすることに

よって、爆発的に人が来るんじゃないかと思う

んですけど。

基本的に、私どもがいいも川野参考人補助者

のとしているものが、案外違っているとか、さ

きほどもターゲットとかニーズとかっていう話

をしましたけど、何が求めているものなのかと

いうのを明確につかまないといけない分もある

かと思います。

私どももいろんなまちづくりのお手伝いとか

をさせてもらう中で、例えば、県外の人と話し

ても、全然大した観光資源じゃないなと思って

いるものが、すごくいいものだとか言われるこ

ともあったりはするんですけれども、そこを相

手にいかに伝えていくかというところが非常に

大切になるんではないかなと思っておりますし、

さきほどのインバウンドの方がお金をいかに落

とすのかって話になるんですけれども、まずは

それも逆にこちらから発信して、こういうもの

があるというところをしっかり伝えていかない

と、多分、外国の方は大分と言ってもぴんとこ

ないですし、別府とか湯布院とか言っても、な

おさら分からないかもしれないんで、やっぱり

そこをしっかり、いろんな地域とも連携しなが

ら、ＰＲ、アピールしていって、仕掛け作りを

行っていくということも大切なことだなと思い

ます。

具体的な方策も全部書いちょうよ。麻生委員

由布川渓谷、データちゃんと出ちょうよ。各市

町ごとに全部ある。（「そうですか」と言う者

あり）

いいですか。油布委員長

最後に、私からお礼を申し上げます。
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大銀経済経営研究所の皆さまからいただいた

貴重な御意見を参考としながら、大分県の振興

に県議会としても全力で取り組んでまいります

ので、今後とも御支援と御協力をよろしくお願

い申し上げます。

今日は、ありがとうございました。

ここで、暫時休憩します。再開は、午後１時

といたします。

午前１１時５０分休憩

午後 １時００分再開

総務企画委員会を再開します。油布委員長

予算特別委員会分科会もあわせて行いますの

で、御了承願います。

審査いただく案件は、今回付託を受けました

議案１３件であります。

この際、案件全部を一括議題とし、これより

国民文化祭・障害者芸術文化祭局関係の審査に

入ります。

まず、第１号議案平成３０年度大分県一般会

計予算のうち本委員会関係部分について、執行

部の説明を求めます。

それ土谷国民文化祭・障害者芸術文化祭局長

では、第１号議案平成３０年度大分県一般会計

予算のうち国民文化祭・障害者芸術文化局関係

について御説明を申し上げます。先日の予算特

別委員会での説明と重複する部分がございます

が、お許しをいただきまして、もう一度説明さ

せていただきます。

初めに、お手元にございます平成３０年度国

民文化祭・障害者芸術文化祭局予算概要の２ペ

ージをお願いいたします。

（１）一般会計の左側の欄になりますが、国

民文化祭・障害者芸術文化祭局①の予算額

（Ａ）計の欄に記載していますように、当局の

３０年度当初予算額の総額は１０億４，８５２

万５千円でございます。

その行の一番右になりますが、前年度対比の

欄でございますが、２９年度当初予算額（Ｂ）

と比べまして７億７,７８５万１千円の増、率

にして対前年度３８７．４％の伸びとなってお

ります。

これは、平成３０年度がいよいよ本番となる

国民文化祭の開催経費約６億１千万円の増、そ

れと全国障害者芸術・文化祭の開催経費約６千

万円の増などによるものでございます。

なお、個別の事業につきましては各所属長か

ら御説明を差し上げます。

それでは、企画・広報課高橋企画・広報課長

関係の事業を御説明いたします。

予算概要の９ページをお開き願います。

事業名欄のところ国民文化祭開催事業費８億

２，８６０万８千円でございます。

この事業については、国民文化祭、全国障害

者芸術・文化祭の成功に向けまして、開・閉幕

行事等の県事業、市町村や団体が行う芸術文化

事業の支援、広報や受入態勢の整備を行うもの

で、実行委員会への負担金が主なものとなりま

す。

具体的には、お手元にございます委員会資料

１ページを御覧いただきたいと思います。

上段は国民文化祭開催事業費でございます。

左上の方からまいります、県事業の推進３億７，

０６３万５千円でございますが、これは開・閉

幕式典及び県民参加で作りあげるステージ事業、

日本舞踊や洋舞踊の祭典等の事業を着実に実施

するための経費でございます。なお、オープニ

ングステージにつきましては、一般公募による

出演者約２００名が１２月から月２回程度、練

習をしているところでございます。また、機運

の醸成を図るため、１００日前、５０日前など

の節目にプレイベントを実施いたします。

その左側の枠でございますが、市町村・団体

等支援３億６，００１万３千円でございます。

これにつきましては、県内を五つのブロックに

分け、それぞれテーマを設定して地域別・分野

別事業を行うこととしてございまして、事業主

体となる市町村実行委員会、あるいは芸術文化

団体に対して助成等を行うものでございます。

補助率はいずれも３分の２ということでセット

してございます。

次にその左下の枠、県内外からの観客等の受

入準備１，９１２万６千円でございます。これ

につきましては、県内五つのゾーンをめぐりな

がら、伝統芸能や地域の祭り・食などを芸術文
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化事業と一緒に体験しで楽しんでもらうカルチ

ャーツーリズムを進め、ツアーを販売するとと

もに、運営ボランティアの研修やトラベルセン

ターの設置などを行う経費を計上しています。

また、障がいのある方々の受入れを円滑に行う

ため、タクシーのユニバーサルドライバーとい

うのがございますが、こちらの研修養成の支援

も行う予定でございます。

さらに、その右側の戦略的広報の展開の枠４，

２７７万１千円を計上してございますが、県内

外から多くのお客様に来ていただくため、ＳＮ

Ｓ等の活用や県外でのパブリシティ活動など様

々な手法を用いて県内外に情報発信を行います。

それでは、事業推進課の予秋月事業推進課長

算を御説明いたします。

予算概要の１２ページにお戻りください。

左側、事業名欄にございます全国障害者芸術

・文化祭開催事業費７，６２３万５千円でござ

います。

この事業は全国障害者芸術・文化祭の成功に

向けまして、各種の障がい者芸術・文化事業を

実施するものです。具体的には、さきほどの委

員会資料１ページにお戻りいただき、下の段を

御覧ください。まず、左側の県事業の推進７，

１６０万２千円でございます。

①県主催事業の実施では、様々な形で障がい

者アート事業を展開することとしております。

まず、展示事業では、障がい者自らが芸術活動

に参加し、発表する機会となる公募作品展や全

国の障がい者アート支援の取組紹介のほか、触

れることができ視覚以外で楽しめる作品展示や

手話などを使って聴覚障がい者も楽しめる人形

劇などを実施いたします。

ステージ事業では、障がいのある方とない方

が共につくりあげるダンスや音楽の発表を実施

いたします。例えば音楽のステージでは、公募

参加者や特別支援学校による合唱の発表などを

行いまして、多くの障がい者に一緒に歌う楽し

みを感じていただきたいと考えております。

交流事業では、障がい者のアーティストを県

内の小学校へ派遣いたしまして、一緒に創作活

動を楽しむワークショップや障がい者アートの

取組定着を図る地域ミーティングを実施するこ

ととしています。

全国連携事業におきましては、本県とサテラ

イト開催の都道府県が連携いたしまして、障が

い者アートの活動支援や活用に向けて情報交換

やネットワークづくりを行うためのフォーラム

を開催いたします。

次に②プレイベントの実施では、劇場鑑賞ワ

ークショップとして、劇場等での鑑賞マナーを

御説明し、劇場の環境に慣れていただき鑑賞の

楽しみを知っていただく体験会を実施いたしま

す。その際には、劇場関係者等を対象とした受

入側のスキルアップ研修もあわせて実施するこ

ととしています。

次に資料の右側でございます。市町村・団体

等支援の９８万２千円です。①障害福祉団体主

催事業に対する支援にあります、展示事業のと

きめき作品展につきましては、大分県障害者社

会参加推進センターが文化祭事業として実施す

る経費に対する補助を県で直接執行するため、

実行委員会負担金とは別計上としております。

また、②の市町村実行委員会事業に対する支援

につきましては、資料上段の国民文化祭開催事

業費の右上の市町村・団体等支援の①市町村実

行委員会事業に対する支援の一部再掲となって

おります。

次にその下の人材の育成の３１３万円では、

ステージ事業の音楽祭やダンスフェスティバル

の参加者に対する練習を実施し、障がいのある

方とない方の交流促進を図ってまいります。

以上で説明は終わりました。油布委員長

これより質疑に入ります。

この前の予算特別委員会で、これは皇堤委員

室が来るから警備、警察の強化をしていきまし

ょうと言うたけれども、あと障がい者の方もい

ろんな人が来ると思うね。

会場は総合文化センターになると思うんだけ

れども、その混雑というか、そこら辺の配慮と

いうのはどうしようと考えているのかな。

混雑するというのは会場高橋企画・広報課長

に行くための混雑ですか。

中に入る場合、手荷物検査とか、いろ堤委員



- 21 -

いろするやろ、その場で。

一般の御入場者につきまし秋月事業推進課長

ては、さきに皆さま方に周知をして、受付をし

まして、その方々に入場の整理券をお配りする

ようになっております。

そのときに、障がいのある方については、例

えば、地下の駐車場を御利用いただけるように、

前もって申出いただければ、下の駐車場を手配

するようにしておりますので、そういったとこ

ろでしっかりと配慮して警備関係を整えていき

たいと思っております。

もちろん館内の動線につきましても、障がい

者の方々にしっかり配慮して、動線が確保でき

るように誘導もしっかり行ってまいりたいと思

います。会場内も情報がちゃんと伝わるような

席の確保であったりとか、車椅子の確保もしっ

かり行っていきたいと思います。

それもそうやったけれども、入場者の堤委員

今度、手荷物検査とか本人確認を入場ごとにす

るわけやろ、じゃないかな。（「そうです」と

言う者あり）だから、そのときに我々の感覚か

らすると何か一挙に時間的にわっと来るじゃな

い。そうすると手荷物検査とかいろいろすると、

そこで混雑して、なかなか入れないという状況

が一方で生まれるんじゃないかなという危惧が

あるわけ。そこら辺の態勢というのはどうなっ

ているのかなということ。

その辺りも今からしっかり秋月事業推進課長

と御意見を聞きながら整備してきたいと思って

おります。

はい、分かりました。いいですよ。堤委員

残り半年ということで、今回の人事麻生委員

を見て企画・広報課長も交替されると認識した

んですが、広報のプロフェッショナルは、今日

お見えになっていらっしゃるんかな。

今日土谷国民文化祭・障害者芸術文化祭局長

は来ておりません。（「この場には」と言う者

あり）委員会のこの場には来ておりませんが。

何ていう人で、どういった方なのか麻生委員

というのをまず教えてほしいというのが１点と、

やっぱりＳＮＳ等による正確な広報というお話

でありますが、今年度の奈良県だったかな、そ

の前の愛知県、特に奈良県は結構関係者、団体

の方々も次年度開催の我々何らかの関わってい

る者に結構フォローしたりとか、アプローチし

て、すごい情報発信を寄せてきたんですよね。

だから、それに比べると大分県はどうなってい

るのかなと、ちょっと心配になったもんですか

ら、その辺りをお伺いしたいし、県内に向けて

のキャラバン隊と、県外向けのキャラバンにつ

いて、アイドルユニットグループなんかを使っ

て、今までここ数年の開催地では県内キャラバ

ンと県外キャラバンを徹底的にやっていたんで

すけれども、全く見えないもんですから、盛り

上がっていないという部分も含めて、県内キャ

ラバン、県外キャラバンを具体的にどうするの

かということをお聞かせください。

それから、やっぱりはっきり言って国文祭と

言っても、国内キャラバンと言っても、そんな

に関心はないという実感です。ということは、

来年開催はどこなのか、再来年開催はどこなの

か、どこまで決まっているのか分かりませんが、

そういった関係者に徹底的にアプローチするこ

とも大事でしょう。

今年度の奈良県、あるいはその前の愛知県、

その前の鹿児島県とか、そういったところも徹

底的に集中的にアプローチする必要があろうか

と思うんですが、それプラス九州管内と、近県、

四国、山口、この辺りにアプローチせざるを得

ないんだろうと思いますが、そういった具体的

なことについて、もうちょっと詳しく説明をお

願いします。

この後、報告で多少その高橋企画・広報課長

辺も触れますけれども、今御質問のあった４点

についてです。

まず、広報ディレクターの話です。今日、実

は大分に来ているんですが、この場にはちょっ

と来ていないんですけれども、市川靖子さんと

いう方、年齢は４０代でございます。きれいな

女性でございますが、芸術関係に非常に造詣が

深くて、前職は横浜美術館で広報の関係とか、

もともと森美術館で南條史生さんの下で仕事を

していたという方で、非常にそういう美術館関

係のネットワークを持っていると。本人の顧客
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リストは１，８００人ほどの関係者を持ってい

るということで、実は表にはまだ出ていないん

ですけれども、今、水面下でいろんなところで

お話をさせてもらっています。

例えば、１年前イベントのときに「芸術新

潮」とか「美術手帖」とか、そういったところ

の記者さんを呼んで、エクスカーションをして、

そこで結構ため記事を書いてもらったりという

活動もしていますが、何せ、すごいビッグイベ

ントがあるんですが、この４月にある県の実行

委員会が終わってから、その辺のビッグプロジ

ェクトをオープンにしようという作戦でやって

いますので、まだ表に出すのは、もうちょっと

お待ちいただきたいんですが、その点はですね。

ということで、非常に今もいろんな出版物に

ついて一々口を出して、ここはこうした方がい

いという適切なアドバイスをもらっています。

そういった方で、全幅の信頼を置いてございま

す。

それから、ＳＮＳも、その市川さんを通じた

ものとか、あるいは今、我々には、おおいた大

茶会手伝い隊とか、どっと来隊とか盛り上げ隊、

あとの質問にも関連しますが、県内のキャラバ

ンがあります。この盛り上げ隊、各市町村１人

か２人ずつ、今、２１名いるんですけれども、

例えば、源流太鼓の方とか、津久見の扇子踊り

娘とか、有名な方は中津のカルタの名人、永世

クイーンの楠木さんなんかにもなってもらって

いまして、プレイベントなんかでも活躍をして

もらっている。県内はそんな感じ。県外はまた

後で言いますが、そういったこととか、ＳＮＳ

を活用して、積極的にやっています。フェイス

ブック、それから、インスタグラム、ツイッタ

ーで、おおいた大茶会と検索していただいたら

パパッと出るので、一度御覧いただきたいと思

います。そういったことでやっています。

キャラバンは県内はそういった形で盛り上げ

隊で随時やっていますし、今、１００ぐらいの

プレイベントを、もうほとんどやっていますけ

れど、市町村で展開しています。

県は、昨年１０月１日にそこでやりましたけ

れども、期間中かなり４万５千人ぐらい来て、

そのときも盛り上げ隊に一生懸命やっていただ

いた。

それから、県外につきましては、さきほど言

ったように、これからばんばんとやります。

まず、県外の記者会見を東京で５月に予定し

ております。また詳細は、中身と一緒にオープ

ンにできる時期がございますけれども、そうい

ったところで記者会見、それから、いろんな美

術館とか、そういったところでも文書を出した

りとか、そんな活動もしたいと考えております。

それから、関心が薄いと。基本的には大分県

もそうでしたけれども、去年の奈良の最終の閉

めるときに大分県が行って、そこで穴井さんを

御披露したりしたんですけれども、大分県の次

は新潟県、その次は宮崎県ということで、実は

そういった方々もちょくちょく大分県にアクセ

スをしてきています。いろんな情報を共有して

いますので、それは麻生委員の御指導もいただ

きながら、ＰＲも含めて、これからかなりオー

プンにできるところも出てまいりますので、ノ

ウハウも含めて伝えていきたいと考えてござい

ます。

人事の関係は、ちょっと私の知るところじゃ

ないので、大変申しわけございませんけれども。

今、おおいた大茶会のアカウントで麻生委員

発信していると。問題は、国民文化祭、そして、

全国障害者芸術文化祭とおおいた大茶会という

部分がなかなか結びついていないと思うんです

ね。だから、そこのところを、もっと工夫して

努力をする必要があるということを指摘してお

きたいと思います。

やっぱり実際にお越しいただくのは県民と近

県の方なので、先日もちょっと四国の話をしま

したけど、文芸の世界と俳句とかいう部分は、

やっぱり松山とか、あそこら辺にどれだけ情報

発信するか、お越しいただくか。それにはバス

もＳＵＮＱパスみたいな割引チケットとか、そ

ういったものをやっぱりこの際にしっかり作っ

ておく必要があろうかと思いますので、そうい

うアプローチも関係機関にしっかりと所管課と

して、徹底的にやって、変えていってほしいと

思います。そのことを強く要望して終わります。



- 23 -

ほかに御質疑ないですか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕

なければ、これで終わります。油布委員長

なお、この採決は企画振興部関係の審査の際

に一括して行います。

それでは、執行部から報告の申出があります

ので、これを許します。

それでは時間をいただき高橋企画・広報課長

まして、御報告させていただきます。広報及び

観光・おもてなしの関係について御説明させて

いただきます。

資料２ページをお開きください。

まず、上段には今回の国民文化祭の三つの基

本方針でございます、「街にあふれ、道にあふ

れる、県民総参加のお祭り」「新しい出会い、

新たな発見」「地域をつくり、人を育てる」こ

の三つの基本方針に基づいて、下段の枠にある

ように三本柱で、一つ目は県民の参加、二つ目

に新たな客層の獲得、三つ目は隅々まで届ける

広報、この三つを柱にして取り組んでいるとこ

ろでございます。

具体的には下の３ページを御覧ください。

まず、県民の参加でございます。これにつき

ましては、①の広報ボランティアを積極的に活

用してございます。さきほどちょっとお話しま

したが、おおいた大茶会手伝い隊――これはＳ

ＮＳなどでそれぞれ身近な情報を、例えば練習

風景に行って写真を撮ったというようなことを

発信していただくということで、現在、７，５

００名ぐらいに登録をいただいております。ま

だまだ、どんどんと増やしていく予定でござい

ます。それからおおいた大茶会盛り上げ隊につ

きましては、キャラバンを含めてやっていただ

いている。おおいた大茶会撮っとき隊はビデオ

ボランティアでございます。こういった活動で

す。

②の企業との連携についてでございますけれ

ども、例えば自社製品に大会ロゴマークを載せ

てもらったりとか、社員にピンバッジを着けて

もらったりということで、かなりこれも広まっ

てきたかなと思っているところでございます。

それも含めて県民総参加、企業も含めて総参加

ということで取組をいただいているところでご

ざいます。

③の街ぐるみの広報でございますが、シティ

ドレッシングはこれまでの取組に加えて７月か

ら直前に向けてのぼりを立てたりとか、一段ギ

アをあげて取り組んでまいります。また、メデ

ィアへの出演ということで、これまでテレビ番

組なんかでも取り上げていただいているんです

けど、障がい者の関係もあり６月からはラジオ

番組でも定期的に出演者に出てもらおうという

ことで計画をさせていただいております。

資料４ページをお開きください。

二つ目の柱、新たな客層の獲得でございます。

大変申し訳ありませんが、今日はこの場には

おりませんけれども、広報ディレクターの市川

さんの下に、①メディア広報ということで例え

ば画廊、美術館、それから芸術関係者のネット

ワークを活用いたしまして情報発信をしたり、

あるいは旅行雑誌や芸術雑誌記者へのアプロー

チをしたり、例えばさきほど申し上げましたけ

れども、一年前イベントのときにはこうした記

者を招いて県内でエクスカーションをやりまし

た。来年度はそれが記事になって、オープンに

なるというお話しもいただいていますので、そ

ういったことも着々とやってございます。また、

若者に訴求をいたしますＳＮＳのインフルエン

サーの方々に対しても、繰り返し情報提供を行

っているということでございます。

②のイベント活動のところですが、これまで

県内で１年前イベントや市町村のプレイベント

で広報活動を行ってきましたけれども、今後特

に県外において東京での記者会見を予定してご

ざいますし、東京国立博物館――ここにちょっ

とコネがありまして、そこにブースを出したり

できるということなので、そういった場面も活

用したい。あるいは、アートブックフェアとい

うデザイナーやクリエーターがものすごい展覧

会を天王洲アイルで毎年やっているんですが、

そういった場面を活用して情報発信をしていき

たいと考えてございます。

資料５ページをお開きください。

三つ目の柱、隅々まで届けるということです
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が、まず、①各種広報ツールを活用ということ

でございます。これまでもかなり学校や商店街

などにパンフレットやチラシ、ポスターなどを

配ってございますけれども、学校も新学期にな

りますと全部それを入れ替えるということなの

で、その際にまた、ポスターをしっかり貼って

いいただくということで改めて配布する予定で

ございます。また、右の方に写真を何枚か資料

として貼り付けてございます。まず大分空港で

すが、２階に上がるメインの階段ですけども大

きなバナーを付けております。それから隣は大

分駅のエスカレーターですが、ちょうど今これ

はラグビーをやっていますが、直前に向けてま

た我々がこの陣地を取りますので、とても広報

効果があると思っております。ここにおおいた

大茶会のバナーを付けると。その下はフォーラ

ス、今工事をしていますけれども、そこの工事

の壁面に目立つようにやっています。その隣は

工事の看板ですが、これは県の建設業協会と障

がい者団体が協定を結びまして、工事用看板に

障がい者アートを掲示してＰＲできるというこ

とになりました。実は４月から県発注工事は１

千件くらいあるんですけれども、それぞれ１０

枚ずつくらい貼れば、結構な数になります。そ

ういうことで障がい者アートのＰＲもやってい

こうというお話をいただいておりますので、し

っかりやっていこうと考えています。その下は

ラッピングバスです。これは今大分市内を走っ

ております。かなり目立つラッピングバスなん

ですが、これをほかの地域でも走らせるような

手配をしてございますので、いろんな地域で目

にするようになるのかなと思っております。

次の６ページ、観光・おもてなしについてで

ございます。

まず、観光についてでございます。今回の文

化祭はこれまでと一味違った大分らしいものと

いうことで我々取り組んでございます。そのた

め、文化祭事業そのものの魅力を高めることが

もちろん大事でございますが、それに加えて県

内各地の食ですとか、あるいはいろんな体験―

―お祭りだとかそういったものを組み込んだカ

ルチャーツーリズム、これが正に大分県らしい

文化祭の目玉なんですけれども、このカルチャ

ーツーリズムを進めてまいります。そのため今

年度は①のツアー商品の造成、実に１８３か所

ですね、地域資源の調査を行いまして、その結

果を取りまとめて、祈りの谷、出会いの場とい

った五つのゾーンごとにツアーを今造ってござ

います。あわせて、そのゾーンを結びつける広

域のツアーも今検討しているところでございま

す。モデルコースを作成しているところでござ

います。それに加えまして、障害者芸術・文化

祭もセットになっているということも含めて、

ユニバーサルツーリズムという、どんな方でも

楽しめるツーリズム、障がい者向けのツアーも

今検討しているところでございまして、これを

基に②の販売・ＰＲのところですが、トラベル

センターを７月に設置しようということでござ

いますが、一般の売り出しは７月に向けていろ

んな値段の詰めとかもございますので、もっと

早くからというのはちょっとできません。ちょ

っと早すぎるということで相談もあったもので

すから、最速で７月から一般向けに売り出すと

いう方向で進めているところでございます。

資料７ページをお開きください。

今度はおもてなしの、ボランティアの話です

けれども、こういった大規模な大会の運営につ

きましては、ボランティアの協力が欠かせない

ということでございます。今回の文化祭につい

ては、運営、環境美化、観光案内等に延べ千人

程度いるのではないかということで検討してい

るところでございます。こうしたボランティア

の皆さんには、障がい者への対応も含めて研修

を行うこととしており、文化祭終了後もそのノ

ウハウが、来年のラグビーワールドカップにも

しっかりつながっていくように考えているとこ

ろでございます。

最後に８ページをお開きください。

３来県のおもてなしの①案内・装飾でござい

ますけれども、来場者が迷わずに会場まで来る

ことができるように、案内誘導をやります。そ

れも統一したイメージで、サインを作るという

ことで考えてございます。空港、大分駅、別府

駅などに臨時の案内所を作ろうということで今
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検討させていただいています。そこでは文化祭

情報とか観光情報を発信する計画でございます。

②の接客につきましては、三つ目のポツのユニ

バーサルドライバー、これは車いすの取扱いと

か乗降時の介助とか、あるいはお客さんとのコ

ミュニケーションの研修制度がございます。こ

れは全国的に取り組んでいる研修なんですが、

県のタクシー協会がその辺りをコントロールし

ていただいていますので、そういった養成研修

に対しても支援をしていきたいと考えてござい

ます。③その他のところでございますが、一番

下の県民によるおもてなしと書いてございます

けれども、おおいたうつくし推進隊というもの

がございまして、全県で１２０団体くらい自主

的な環境美化活動をしていただいています。今

回の国民文化祭にあわせまして、県民総参加と

いう取組もあり、この環境美化の視点でおもて

なし活動をしていただけるとの話もいただいて

おりますので、期待をしているところです。

こういった取組により、大分県らしい文化祭

をぜひ成功につなげていきたいと考えてござい

ます。議員の皆さまにも御協力、御支援をいた

だけるようお願いいたしたい思います。

それと最後になりますが、４月２７日に県の

実行委員会がございます。それに向けて各市町

村においても、出演者の交渉といった最後の詰

めをしているところでございます。それぞれ各

市町村の事業は、いずれも趣向を凝らして素晴

らしいものができつつあります。本当にびっく

りするような方が来たりとか、素晴らしいもの

ができつつありますので、その内容については

県の実行委員会での承認を得た後に大々的に広

報してまいりたいと考えてございますので、ど

うぞ御期待いただきたいと考えております。

説明が終わりました。ただいまの油布委員長

報告について、御質疑はありませんか。

ボランティア団体が今しっかり作っ玉田委員

ているということなんですけど、ちょっと今説

明を聞いて、ふと思ったんですが、例えば、今、

大分県内にいる、仕事で働いているヘルパーさ

んとか、それから、要するに職業として介護し

ている人たちの、そういうマンパワーが必要に

なるということは想定されていないんですか。

というのは、いろんな方が来るので、そうす

ると、例えば公共交通機関を使いますと。その

ときも研修はしているけれど、多分、その研修

のレベルでは想定できないようなことというの

がもしあるとすれば、どこかから、ちょっと数

人、急遽そういう方が必要になるということは

想定されるのかなと思って、そういう意味で聞

いているんですけど。

ボランティアはあくまで高橋企画・広報課長

もボランティアなので、そういう方はもちろん

千人ぐらい募集するんですけれども、そうじゃ

ない、今、委員おっしゃったような専門的な方、

例えば、研修の役とかもありますね、そういっ

たところとか、通訳とか、そういった特殊な業

務について、別途また検討させてもらいます。

それはボランティアではなくてお金を出してと

いうことになるかもしれませんが、それは別途、

この千人とは別の枠で考えております。

分かりました。対応方よろしくお願玉田委員

いします。（「はい」という者あり）

さきほどサプライズがいっぱいある麻生委員

という話で、それぞれ市町村事業もいい人が来

るとかいろんな話があったんだけど、つい先日

の大分市の「エンジン０１」を見てもそうだっ

たように、やっぱり早く伝えて広報しておかな

いと、もうみんな予定を入れてて、あ、そうい

うのあったのみたいなことが、行きたいけど行

けないねというようなことになりかねないので、

その辺はよっぽど早目早目に、あるいはもう、

西大分の浜の市、昔西日本の三大祭の一つと言

われていたときは、お殿様が、この日はもう休

みと。お店も全部休みで出店を出せというよう

なやり方で賑わっていたというような歴史もあ

るわけで、だから、思い切った形でやらないと、

また、「エンジン０１」と同じような、終わっ

ても、いいのあったらしいねというので終わっ

てしまうんじゃないかと、そのことを指摘して

おきます。

それでは、質疑もないようであり油布委員長

ますので、これで諸般の報告を終わります。

この際、ほかに何かありませんか。
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〔「なし」と言う者あり〕

ほかにないようでありますので、油布委員長

私から一言お礼を申し上げます。

〔委員長挨拶〕

〔土谷国民文化祭・障害者芸術文化祭局長

挨拶〕

それでは、以上をもちまして国民油布委員長

文化祭・障害者芸術文化祭局関係の審査を終わ

ります。

執行部は、お疲れさまでした。

〔国民文化祭・障害者芸術文化祭局退室、

各局入室〕

ちょっと委員長が所用で出てお木付副委員長

りますので、私が代わりに進行させていただき

ます。

これより各局関係の審査に入ります。

まず、第１号議案平成３０年度大分県一般会

計予算のうち本委員会関係部分について、会計

管理局から順次説明をお願いします。

それでは、会計管理局の予算小石会計管理者

のうち、歳出の主なものについて御説明申し上

げます。

厚い平成３０年度予算に関する説明書の１１

９ページをお開き願います。

第２款第１項総務管理費第１目一般管理費７

１億３,６８４万２千円のうち事業名欄の一番

上、給与費６７億２１４万７千円でございます。

そのうち会計管理局分は、一番右の説明欄の一

番下の方ですが、会計課職員２８人及び用度管

財課職員４０人の合計６８人分５億１２７万６

千円でございます。

次に、ちょっと飛んで１２５ページでござい

ます。

第６目会計管理費１億７５０万５千円のうち、

事業名欄の会計課の会計管理費４,５８０万７

千円は、元号改正に伴う財務会計システムの改

修や公金の収納データ作成等の委託料及び非常

勤職員経費や銀行窓口における県公金収納手数

料等の管理運営費でございます。

続きまして、用度管財課についてでございま

す。

次の１２６ページをお開きください。

事業名欄の一番上の会計管理費６,１６９万

８千円でございますが、一番右の説明欄、用度

事業費で大分県収入証紙印刷経費等の用度事業

費と管理車維持事業費でございますが、公用車

の任意保険料や燃料費などでございます。

次に、同じページの一番下でございますが、

第７目財産管理費９億５，３２７万４千円でご

ざいます。そのうち用度管財課分の主なものは、

次の１２７ページの事業名欄の一番上県庁舎管

理費２億３７９万７千円でございます。これは、

県庁舎本館及び新館の清掃等委託料及び光熱水

費等の管理運営費であります。

次に、１２９ページをお開きください。

第８目県庁舎別館及振興局費１４億３，２７

５万１千円のうち、事業名欄の中ほどにありま

すように、用度管財課の県庁舎別館管理費３,

３１２万８千円は、県庁舎別館の清掃等委託料

及び光熱水費等の管理運営費でございます。

議会事務局関係について御酒井議会事務局長

説明申し上げます。

同じく予算説明書の１１５ページをお開きく

ださい。

第１款第１項議会費の当初予算額は、右肩に

ございますように１１億４,８０６万２千円で

ございます。

表の一番左の目欄、第１目議会費は８億６,

２４６万５千円でございます。その内訳ですが

事業名欄にございますように、議員報酬手当等

６億１,７７４万５千円と、その下の議会運営

費２億４，４７２万円でございます。議会運営

費の主な内訳は表の一番右側の説明欄、上から

２番目にございますが、政務活動費交付金１億

５,１２０万円と次の１１６ページの右側、説

明欄の一番下、運営費８，３０２万４千円でご

ざいますが、これは議員の調査活動や議会広報

に要する経費などでございます。

１１５ページにお戻りください。

議会費は、前年度予算と比較しまして１，６

６３万９千円の減となっておりますが、主な要

因は、議員１名が欠員となっていることによる
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ものでございます。

すみません、再度１１６ページをお開き願い

ます。

続いて表の左下にあります、第２目の事務局

費は２億８，５５９万７千円でございます。そ

の内訳ですが、表の中ほど給与費２億４，５９

２万６千円は、事務局職員２９名分の給料等で

ございます。

次の１１７ページですが、事務局運営費３，

９６７万１千円は、嘱託職員７名分の人件費や

会議録の作成経費などでございます。

人事委員会関係につ下郡人事委員会事務局長

いて御説明いたします。

予算説明書の１８０ページを御覧ください。

第２款第８項人事委員会費の予算額は、欄外

の右上に記載しておりますとおり、総額で１億

４，４６８万６千円でございます。

このうち第１目の委員会費は、７５６万５千

円でございます。その内訳は、中ほどの事業名

欄にございますが、委員報酬６７８万円は人事

委員３名分の報酬でございます。その下の委員

会運営費７８万５千円は、全国人事委員会連合

会負担金、九州地方人事委員会協議会負担金及

び人事委員会の開催、各種会議への出席等、委

員会運営に関する経費でございます。

次に、第２目の事務局費は１億３，７１２万

１千円でございます。

その内訳は、中ほどの事業名欄にございます

が、給与費１億１，８２９万５千円は事務局職

員の給与でございます。その下の事務局運営費

３９１万１千円は、各種会議への出席に係る旅

費や図書、文具等の購入費など事務局の運営・

管理に要する経費でございます。任用関係事業

費１，３３９万円は、職員募集、採用試験の実

施等に要する経費でございます。次のページの

給与関係事業費１１９万６千円は、県職員の給

与等に関する報告及び勧告等に要する経費でご

ざいます。最後に、審査関係事業費３２万９千

円は、県職員及び公平委員会の事務を受託して

いる町村等の職員からの勤務条件に関する措置

要求及び不利益処分についての審査請求に対す

る審査、判定等に要する経費でございます。

監査事務局関係につきまし安部監査事務局長

て御説明申し上げます。

予算説明書の１８２ページをお開き願います。

監査事務局関係の予算第９項監査委員費につ

きましては、右肩にありますように２億１，２

３５万１千円となっております。

まず、第１目委員費でございますが１，９９

２万１千円でございます。その内訳でございま

すが、中ほどの事業名欄の給与費１，２５４万

９千円は常勤監査委員１名分の給料等、その下

の委員報酬５６４万円は、非常勤監査委員３名

分の報酬、さらにその下の監査経費１７３万２

千円は、監査委員の旅費等でございます。

次に、同じページの下の方にあります第２目

事務局費でございますが、１億９，２４３万円

でございます。その内訳ですが、中ほどの事業

名欄の給与費１億８，１４１万９千円は、事務

局職員２０名分の給料等であります。その下の

事務局運営費１，１０１万１千円は、監査の実

施に伴う旅費、需用費などの経費でございます。

以上で説明は終わりました。木付副委員長

これより質疑に入ります。質疑はございませ

んか。

用度管財課の新年度予算の中で県内麻生委員

調達目標額、中小企業活性化条例に伴う額とか

目標率というのは、一応定められているのかど

うか教えてほしいのが１点。

それから、今正しく２０１５年分の産業連関

表に基づく財やサービスの県内の統計、移動統

計が調査中だろうと、もうまとめられる作業中

だということをお伺いしているんですが、そう

いったものと中小企業活性化条例に基づく目標

額とか率、そういった分析の仕方も一度ぜひや

っておいてほしいなという、２点目はお願いで

す。

中小企業活性化条例の対象安藤用度管材課長

となります中小企業の受注状況についてお答え

いたします。

件数につきましては１，１１２件、これが全

体の８９．７％になっております。

受注金額では、１２億８，３３８万円、これ

は端数は引きますけれども、全体の８８．０％
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となっております。

中小企業活性化条例の目標は８５％でござい

ますので、金額につきましては達成をしており

ます。

２点目につきましては、また勉強、また検討

してみたいと思います。

監査事務局にお尋ねします。木付副委員長

監査基準は、もう各監査事務局で作るように

なったんですかね。

大分県におきましては、監安部監査事務局長

査基準そのものにつきましては、もう既に作っ

てございます。ただ、今回の自治法の改正によ

りまして、平成３２年度から全国で必ず監査基

準を作った上で監査をしなさいというふうにな

りまして、それを受けて、今度は総務省が具体

的な監査基準の原案といいますか、ひな型を示

すということになっております。それに伴い、

うちにある監査基準と比較して、修正すべきと

ころがあれば、平成３２年までに修正した上で

新たな監査基準で監査を執行するという形で運

営していく予定にしております。

標準的なことで、大分県独自に木付副委員長

というのが別にあるというわけですね。

はい、そうです。既に作っ安部監査事務局長

ております。

分かりました。木付副委員長

燃料費について、全庁になればかなり堤委員

大きな金額になると思うんだけれども、燃料費

の入札というかな、どういう形でやっているの

かな。

燃料等につきましては、県安藤用度管財課長

内全域で同一単価による安定供給ができる業者

を、石油販売協同組合ですけれども、こういっ

たところが官公情報等に基づき、需要に十分応

えられる組合として認証されておりますので、

こうしたところと随意契約をして、年度間の協

議をいたしております。

ということは、石油販売協同組合に加堤委員

盟をしている個店で給油をするという、それが

石油販売協同組合に行って、県に請求が来ると

いう流れでいいわけですか。

はい。安藤用度管財課長

はい、分かりました。いいですよ。堤委員

ほかに何かないですか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑もないようでありま油布委員長

すので、これで質疑を終わります。

なお、この採決は企画振興部関係の審査の際

に一括して行います。

次に、第１２号議案平成３０年度大分県用品

調達特別会計予算について、執行部の説明を求

めます。

厚い平成３０年度予算に関す小石会計管理者

る説明書の一番最後になりますが、６０３ペー

ジをお開き願います。

用品調達特別会計予算について御説明いたし

ます。

この特別会計は、県の機関で使用する消耗品

や備品の調達事務を用度管財課において一元的

に行うために設けているものでございます。予

算額は、歳入、歳出ともに総額で１３億５，４

１０万９千円となっています。

次の６０４ページをお開きください。

歳入でございますが、第１款用品調達費第１

項用品収入第１目用品収入は、本庁各課や地方

機関などの一般会計からの収入が１３億５，３

００万円となっております。これは、次の６０

５ページの歳出の第１款第１項第２目用品費の

１３億５，３００万円と同額になっており、関

係課からの要求に基づき、印刷物や消耗品、備

品などを購入するための経費でございます。

また、その上の第１目用品総務費１１０万９

千円につきましては、平成２９年度の決算剰余

金見込みを一般会計に繰り出すものであります。

次に、予算説明書の落丁のため追加配布させ

ていただきました６０６ページを御覧ください。

用品購入費５億９，７２９万９千円の平成３

０年度から３１年度にわたる債務負担行為であ

ります。これは、体育保健課で予算計上してい

る県立スポ－ツ施設建設事業につきまして、県

立屋内スポーツ施設の３１年４月の竣工に向け

て備品整備ができるよう、３０年度中に一般競

争入札を実施するものでございます。

以上で説明は終わりました。油布委員長
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これより質疑に入ります。質疑はございませ

んか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑もないようであります油布委員長

ので、これより採決いたします。本案は原案の

とおり可決すべきものと決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の油布委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で付託案件の審査を終わります。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようでありますので、私油布委員長

から一言お礼を申し上げます。

〔委員長挨拶〕

〔小石会計管理者挨拶〕

退職されるほかの方々からも一言油布委員長

お願いいたします。

〔三宮審査指導室長挨拶〕

〔酒井議会事務局長挨拶〕

〔斉藤参事監兼総務課長挨拶〕

〔安部監査事務局長挨拶〕

それでは、以上をもちまして各局油布委員長

関係の審査を終わります。

執行部の皆さんは、お疲れさまでした。

〔各局退室、総務部入室〕

これより総務部関係の審査に入り油布委員長

ます。

まず、第１号議案平成３０年度大分県一般会

計予算のうち、本委員会関係部分について、執

行部の説明を求めます。

それでは、第１号議案平成３幸行政企画課長

０年度大分県一般会計予算のうち、総務部関係

部分について御説明いたします。

歳入全般及び歳出全体像と主な事業の一部に

つきましては、先日の予算特別委員会において

説明いたしましたので、省略させていただきま

す。

本日は、歳出のその他の主な事業について御

説明いたします。

お手元の平成３０年度総務部予算概要の１２

ページをお開きください。

事業名欄の上から二つ目、県有財産総合経営

推進事業費５，０８７万３千円は、未利用財産

の売却や有効活用を図るためのものです。売却

に向けた測量や不動産鑑定に係る経費及び庁舎

の空きスペースを貸付けるための広報に要する

経費などです。

次に、５７ページをお開きください。

事業名欄の地方自治振興事業費４億８，１４

２万７千円は、公益財団法人大分県市町村振興

協会に対し、市町村が行う地域振興事業や災害

関連事業に要する経費を対象とした貸付事業等

の原資とするため、市町村振興宝くじの収益金

を財源として、協会に対し交付するものです。

続きまして、６０ページをお開きください。

事業名欄の地方選挙執行経費２億６，８３７

万円は、平成３１年４月に予定されております

大分県知事選挙及び大分県議会議員選挙に係る

経費です。投票用紙の印刷や政見放送の制作、

ポスター掲示板設置等の選挙執行経費のうち、

平成３０年度に要する経費を市町村へ交付する

ものです。

以上で、総務部関係の一般会計予算の説明を

終わります。

なお、平成２９年度一般会計予算につきまし

て、歳入では地方交付税や県債、歳出では退職

手当の確定などを踏まえ、必要に応じて３月末

に補正の専決処分をさせていただきたいと考え

ております。この点もあわせてよろしくお願い

いたします。

以上で説明は終わりました。油布委員長

これより質疑に入ります。質疑はございませ

んか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑もないようであります油布委員長

ので、これで質疑を終わります。

なお、この採決は企画振興部関係の審査の際

に一括して行います。

次に、第２号議案平成３０年度大分県公債管

理特別会計予算について、執行部の説明を求め
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ます。

第２号議案平成３０年度大分県佐藤財政課長

公債管理特別会計予算について、御説明申し上

げます。

お手元の厚い冊子、平成３０年度予算に関す

る説明書の５３５ページをお開き願います。

この特別会計は、公債費の経理の明確化と予

算規模の正確化を図る観点から、平成１７年度

に設置したものでありまして、その財源は一般

会計及び減債基金からの繰入金と借換えを行う

ための県債の発行であります。予算額は、総括

表の左から２列目にありますように１，３０６

億５４７万８千円で、前年度と比較しますと７

億３，０２９万７千円の減となっています。

内容については５３６ージをお開きください。

歳入についてです。

表の上から３行目の第１項第１目一般会計繰

入金は７３３億７，９４７万８千円と、前年度

より４８億６，８２９万７千円の減額となって

います。これは、内訳の記載はありませんが、

元金が約３７億円の減、利子が約１１億円の減

となったことによるものです。

中ほどの第２目基金繰入金６６億円につきま

しては、前年と同額でございます。これは満期

一括償還に備え、その一部を減債基金に毎年積

立ててきたものを、償還に合わせて繰り入れる

ものでございます。

その下の第２項第１目県債５０６億２，６０

０万円は、借換えのタイミングの関係で、借換

債が前年より４１億３，８００万円の増となっ

ております。

次に、５３７ページを御覧ください。

歳出でございます。

表の上から３行目の第１目元金については、

１，２１２億９１５万８千円と、前年度より３

億７，７４３万９千円の増となっております。

この主な要因でございますが、歳入で御説明い

たしましたとおり、中ほどの事業名欄の一つ目

の通常債の元金が３７億円ほど減となっており

ます。また、二つ目の借換債の元金の増、さき

ほど申し上げましたけれども約４１億円ほどの

増が上回ったことなどによるものでございます。

その下の第２目利子については、借入金利の低

減などにより１１億６，７１２万９千円の減と

なっております。

以上で説明は終わりました。油布委員長

これより質疑に入ります。質疑はございませ

んか。

〔「なし」と言う者あり〕

質疑もないようでありますので、油布委員長

これより採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の油布委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第１６号議案大分県の事務処理の特例

に関する条例の一部改正について、審査を行い

ます。

本案につきましては、福祉保健生活環境委員

会にも関係がありますので、合い議を行ってお

ります。

それでは、執行部の説明を求めます。

第１６号議案大分県の事務処幸行政企画課長

理の特例に関する条例の一部改正について、御

説明いたします。

議案書は２０６ページですが、別途配付して

おります総務企画委員会資料で説明させていた

だきます。

資料の１ページをお開きください。

事務処理の特例に関する条例は、一番上の四

角囲みにありますとおり、地方自治法の規定に

基づき、知事の権限に属する事務を市町村が処

理することとする場合に事務の範囲を定めるも

のでございます。

今回の条例改正項目は二つありますが、まず

一つ目は、１の自立支援医療（精神通院）に係

る所得区分確認事務についてです。二つ目の四

角囲みの右下の参考にありますとおり、自立支

援医療とは、精神疾患の治療のため継続して通

院する必要のある方の医療費を軽減させる制度

です。

（１）の改正の背景と目的の①にありますと

おり、現在、支給認定につきましては県が行っ



- 31 -

ていますが、所得区分の確認については申請窓

口である市町村が行っており、マイナンバー制

度の導入後においてはマイナンバーを利用して

実施しています。しかしながら、②にあります

とおり、このほど厚生労働省が取扱いを変更し、

市町村が当該事務にマイナンバーを利用するた

めには、事務処理特例条例を改正し、市町村を

当該事務を行う者として位置付けることが必要

となりました。そこで③にありますとおり、現

状のサービス水準を維持するため、市町村が所

得区分の確認を引き続き行うことができるよう、

条例改正するものです。

二つ目は、２の法改正に伴う規定整備として、

都市計画法の改正により一部平仮名で表記され

ておりました「建ぺい率」が漢字表記に改めら

れたことに伴い、法律引用部分の表記を改正す

るものです。

３の施行期日につきましては、平成３０年４

月１日となります。

以上で説明は終わりました。油布委員長

何か質疑はないですか。

福祉じゃないから分からんと思うけれ堤委員

ども、これは大体どれぐらいの活用があるのか

分かりますか。

それと、マイナンバーについては、市町村に

本人が持っていくということですか。マイナン

バーを本人が持っていって、市町村が確認して

精査するのか、ちょっとそこら辺を教えてくだ

さい。

まず最初の事務処理件数は、幸行政企画課長

全体で、昨年度で言うと約２万件ほどございま

す。マイナンバーというのは、今、表の中、下

の図にありますように、申請者から市町村に対

する申請がございます。その際の所得区分につ

きましては、マイナンバーで本人の名前等が分

かりますので、それでマイナンバーを通じて税

務関係の所得を確認できる、そういう手続にな

っております。

ということは、仮にそのマイナンバー堤委員

がなくても、市町村は独自に確認をしようと思

えば、ちょっと日数がかかるけれどもできるの

で、絶対マイナンバーを出さにゃいかんという

ことはないやろ。１００％持っているわけじゃ

ないけんね、これは。

今、委員はマイナンバーカー幸行政企画課長

ドという意味だったと思いますけど、申請に当

たっては、本人と生年月日等が確認できれば、

その方のマイナンバーは確認できますので、そ

れで確認されていると思います。

はい、分かりました。堤委員

ほかに何かないですか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑もないようでありま油布委員長

すので、これより採決いたします。

なお、本案については、福祉保健生活環境委

員会に合い議をいたしました結果、原案のとお

り可決すべきとの回答がありましたことを申し

添えます。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の油布委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第１７号議案包括外部監査契約の締結

について、執行部の説明を求めます。

第１７号議案包括外部監査契幸行政企画課長

約の締結について御説明いたします。

議案書は２０８ページになりますが、お手元

の資料の２ページで御説明いたします。

まず、１の議案の概要についてですが、下の

中段、米印にありますとおり、包括外部監査と

は地方公共団体の監査機能の専門性を強化する

ため、公認会計士等一定の資格を有する外部の

専門家と契約して行う監査でございます。地方

自治法により、毎会計年度、当該会計年度に係

る包括外部監査契約を速やかに締結する必要が

あることから、平成３０年度の締結にあたり、

議会の議決をお願いするものです。

次に２の契約の概要についてです。

（２）の契約の始期については４月１日とな

ります。また、（３）の契約の金額につきまし

ては、包括外部監査人のほか補助者の経費等も

合わせて１，２３１万２千円を上限とする額と

しております。（４）の契約の相手方につきま
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しては、２９年度に引き続き、公認会計士の小

川芳嗣氏にお願いしたい考えております。

以上で説明は終わりました。油布委員長

これより質疑に入ります。

契約の金額ですけれども、これ木付副委員長

は積算根拠はございませんか。

さきほど申し上げたように、幸行政企画課長

補助者等を含めて５人ございます。計画につい

ても昨年度同様なんですけれども、その方々の

人件費等々を含めまして、それと印刷、消耗品

費等ございますので、それを含めてこの金額を

上限とするというふうにさせていただいており

ます。

ほかに何かないですか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑もないようでありま油布委員長

すので、これより採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の油布委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第１８号議案大分県職員定数条例の一

部改正について審査を行います。

本案については、福祉保健生活環境委員会に

も関係がありますので、合い議を行っておりま

す。

それでは、執行部の説明を求めます。

第１８号議案大分県職員定数条藤原人事課長

例の一部改正について、御説明申し上げます。

議案書は２０９ページですが、総務企画委員

会説明資料の３ページで御説明いたします。

大分県職員定数条例は、地方自治法の規定に

基づき一般職に属する常勤の職員の定数につい

て、上限などの必要な事項を定めているもので

ございます。

まず、１の改正理由ですが、病院局における

職員定数について、平成３２年度の県立病院精

神医療センター（仮称）開設に伴い職員を増員

したいと考えており、その準備として平成３０

年７月から職員採用試験を実施するために今回

改正するものでございます。

改正後の定数は、２の改正内容の表の上から

４行目にありますとおり、病院局において現行

６６５人から４３人増員し、７０８人となりま

す。知事部局をはじめ、その他の事務局につき

ましては、定数の変更はございません。

増員する人員の具体的な内訳については、３

の職種別の必要人員及び採用計画の表に記載の

とおりでございます。なお、県立病院精神医療

センター（仮称）新設に伴い、計４５人の増員

を見込んでいるところですが、医師については

現在、大分県立病院の精神科部門に２人の医師

が既におりますので、今回の改正により増員し

ようとする人数は４３人としております。

また、４３人の採用については平成３１年度

に１５人、平成３２年度以降に２８人と精神医

療センターの開設に係る準備や開設後の稼働率

等、状況に応じた段階的な採用を計画しており

ます。

最後に、４の施行期日ですが本年４月１日を

予定しております。

以上で説明は終わりました。油布委員長

これより質疑に入ります。何か質疑はござい

ませんか。

今回の改正理由は、県立病院の精神麻生委員

医療センターの開設に伴うということで、知事

部局については改正はないという説明があった

んですが、知事部局の幹部職員ですね、例えば、

新年度からの役職を見ていると、何か今までに

ないようなポストができたり、それが幹部職員、

一般職員なのか、それとも特別職なのかという

のは、ちょっとよく分からないんですが、そう

いったことについて、ちょっと詳しく説明して

いただけますでしょうか。

定数条例は、さきほど申し上げ藤原人事課長

ましたとおり、一般職の常勤職員の定数を定め

たものであります。今回、委員のおっしゃられ

ているのは、県参事という役職だろうと思いま

すが、一般職の職員が退職をして、再任用を行

ったときの県行政規則に定められている職名で

ございますので、この知事部局でいう定数条例

の中に入っております。

その枠の中ということでいいんです麻生委員
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ね。

はい。藤原人事課長

はい、分かりました。結構です。麻生委員

ほかにないですか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕

御質疑もないようでありますので、油布委員長

これより採決いたします。

なお、本案については福祉保健生活環境委員

会に合い議をいたしました結果、原案のとおり

可決すべきとの回答がありましたことを申し添

えます。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の油布委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第１９号議案職員の特殊勤務手当支給

条例の一部改正について審査を行います。

本案については、文教警察委員会にも関係が

ありますので、合い議を行っております。

それでは、執行部の説明を求めます。

第１９号議案職員の特殊勤務手藤原人事課長

当支給条例の一部改正につきまして、御説明申

し上げます。

議案書は２１０ページですが、総務企画委員

会説明資料の４ページで説明させていただきま

す。

まず、１の改正理由についてであります。

職員の特殊勤務手当については、国や各県と

の均衡を考慮して条例で定めておりますが、国

が東日本大震災のような特定大規模災害や原子

力災害に対処するための職員の特殊勤務手当の

特例を新設したことから、本県においても国に

準じて同様の特例を新たに定めるものです。

また、平成２８年に現業職員の見直しを行っ

たことにより、今後、現業職員が減少していく

中で、安全で円滑な交通を確保するため、非現

業職員が県が管理する道路等で動物死骸処理業

務を行った場合に、特殊勤務手当を支給するこ

ととするものです。

次に、２の改正内容についてであります。

まず、（１）の東日本大震災以外の特定大規

模災害等に対処するための特殊勤務手当の特例

の新設の①特定大規模災害に対処するための手

当加算の新設についてであります。知事部局職

員の下の四角囲みにありますように、現行制度

では、知事部局の職員が重大な災害が発生した

場合等において、巡回監視や応急作業等を行っ

た場合やその下の四角囲みにありますように、

警察職員が遭難者等の捜索救助作業を行った場

合は、特殊勤務手当が支給されております。

今回の改正では、それぞれ右の手当加算の新

設にありますように、東日本大震災のような著

しく異常かつ激甚な特定大規模災害が発生した

場合においては、災害応急作業等や捜索救助作

業に引き続き５日以上従事した場合は、手当額

の１００分の１００以内の額を加算できること

とするものです。

次に、②の原子力災害に対処するための特殊

勤務手当の特例の新設についてであります。

原子力事業所において原子力災害が発生した

場合に、職員が当該事業所の敷地内又は警戒区

域や帰還困難区域等の一定の区域内で作業を行

った場合に、特殊勤務手当を支給することとす

るものです。

②の表にありますように、それぞれの区分に

応じて１万円から４万円以内を支給することと

しております。

続いて、（２）動物死骸処理業務手当の新設

についてであります。

土木事務所に勤務する非現業職員が、県が管

理する道路等において動物死骸処理業務を行っ

た場合に、処理を行った動物の死骸１体につき

３００円を特殊勤務手当として支給することと

するものです。

次に、（３）のその他の規定の整備について

であります。

東日本大震災に対処するための警察職員の特

殊勤務手当について、福島第一原発事故に係る

区域の見直しにより、支給対象区域となってい

た警戒区域や計画的避難区域の設定がなくなっ

たこと等に伴う規定の整備を行うものです。

最後に、３の施行期日については、規定の整

備を除き平成３０年４月１日からとしておりま
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す。

以上で説明は終わりました。油布委員長

これより質疑に入ります。

②の原子力災害の特殊勤務手当の新設堤委員

ということになっているんだけれども、これは

実質的に今まで、事故処理じゃないね、県警と

か、そういう現地に行っている方々には何か別

に手当なんかついているわけですか。

現在は特例として取扱いがある藤原人事課長

ようですが、今回新たにこういった新設という

ことでやっております。

特例ということは、大体金額的にはこ堤委員

れと同じ特例だという意味だね。

実績を見てみますと、このとこ藤原人事課長

ろの範囲内ぐらいの金額が定められているよう

になります。

はい、分かりました。いいですよ。堤委員

ほかに何かないですか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに質疑もないようであります油布委員長

ので、これより採決いたします。

なお、本案については文教警察委員会に合い

議をいたしました結果、原案のとおり可決すべ

きとの回答がありましたことを申し添えます。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の油布委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第２１号議案災害派遣手当の支給に関

する条例の一部改正について、執行部の説明を

求めます。

第２１号議案災害派遣手当の支藤原人事課長

給に関する条例の一部改正につきまして、御説

明申し上げます。

議案書は２１４ページですが、総務企画委員

会説明資料の５ページで説明させていただきま

す。

まず黒枠の中の災害派遣手当の概要ですが、

災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職

員が、住所又は居所を離れて大分県の区域内に

滞在することを要した場合に支給される手当で

あり、大分県に滞在する間、１日につき定額が

支給されるものでございます。したがいまして、

災害派遣手当は大分県職員に支給するものでは

なく、他県から大分県に応援に来ていただいて

いる職員に支給する手当となっております。

それでは本案の説明に移りますが、まずは１

の改正理由についてであります。

旅館業法の一部が改正され、ホテル営業及び

旅館営業の営業種別を統合し、旅館・ホテル営

業とされたことから、同法を引用している本条

例の規定を整備するものでございます。

続いて、２の改正内容についてであります。

現行では、公用の施設又はこれに準ずる施設

とは、旅館業法第２条に規定するホテル営業又

は旅館営業の施設以外の施設をいうとされてい

るものを、太字下線部分を改正しまして、第２

条第２項に規定する旅館・ホテル営業とするも

のでございます。

最後に、３の施行期日についてであります。

平成３０年６月１５日としておりまして、これ

は旅館業法の一部改正の施行の日と同日として

おります。

以上で説明は終わりました。油布委員長

これより質疑に入ります。質疑はございませ

んか。

これは県外の職員で大分に応援に来麻生委員

ていただいている方が対象になるということで

よろしいんですよね。

これはもう逆に大分県の職員が県外に行った

ときも同じような制度になっているということ

でいいんですよね。

そのとおりでございます。藤原人事課長

はい、結構です。麻生委員

ほかに質疑はないですか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕

質疑もないようでありますので、油布委員長

これより採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の油布委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。
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次に、第２２号議案大分県使用料及び手数料

条例の一部改正について、審査を行います。

本案については、福祉保健生活環境委員会、

商工労働企業委員会、農林水産委員会、土木建

築委員会及び文教警察委員会にも関係がありま

すので、合い議を行っております。

それでは、執行部の説明を求めます。

それでは、第２２号議案大分県佐藤財政課長

使用料及び手数料条例の一部改正について御説

明いたします。

議案書は２１５ページでございますが、総務

企画委員会資料で説明させていただきます。資

料の６ページをお開きください。

今回、１の改定の基本的な考え方のとおり、

（１）法令の改正等に伴う手数料の新設・改定

が５件、（２）国の標準令の改正に準じた改正

が１７件、（３）条例内で引用している法令の

改正に伴う語句の改正等が２件で、合わせて２

４件の事務に関し、改正を行うものです。

今回の改正に伴う収入見込額でございますが、

２の表の右下合計欄にありますように、２，１

５６万５千円の増収を見込んでおります。

主な改定内容について御説明いたします。

３の（１）法令の改正等により新設するもの

について御説明します。

まずは、①の介護保険法関係事務です。

地域包括ケアシステムの強化のため、介護保

険法が改正され、新たな介護保険施設として介

護医療院が創設されることから、その審査に係

る申請手数料等を新設するものでございます。

手数料の額は、審査手順等が同等の介護老人保

健施設関係手数料を基に設定した金額となって

おります。また、施設区分として平成３５年度

末に廃止が予定されている介護療養型医療施設

について、今後新規の指定を行わないため指定

申請手数料を廃止するほか、居宅介護支援事業

者の指定権限が市町村へ移譲されるため、申請

及び更新に係る手数料を廃止するものでござい

ます。なお、手数料の廃止に伴う減収額として、

４０万５千円を見込んでいます。

次に、７ページをお開きください。

②の土壌汚染対策法関係事務でございます。

土壌汚染に関する適切なリスク管理を推進す

るため、法改正により汚染土壌処理業の承継規

定が創設されたことから、その審査に係る手数

料を新設するものでございます。手数料の額は、

審査手順等が同等の廃棄物処理法関係手数料を

基に設定した金額となっております。

三つ目は、③廃棄物処理法関係事務でござい

ます。

廃棄物の適正処理を推進するため、法改正に

より一体的な経営を行う等の要件に適合した親

会社、子会社間の産業廃棄物処理に係る認定規

定が創設されたことから、その審査に係る手数

料を新設するものでございます。手数料の額は、

国が標準令で示す金額と同額であります。

四つ目は、④産業科学関係事務でございます。

産業科学技術センターに先端技術イノベーシ

ョン拠点施設を設置することに伴い、電磁波試

験及び磁性材料試験の試験項目が１３項目追加

されるため、試験手数料を新設するものでござ

います。手数料の額は、消耗品費、機器の償却

費及び人件費等の積算により設定した金額とな

っております。増収額としては６０７万９千円

を見込んでおります。

８ページを御覧ください。

五つ目は、⑤衛生関係事務でございます。

衛生環境研究センターが保有するダイオキシ

ン類分析装置を老朽化により処分することに伴

い、依頼検査手数料を廃止するものでございま

す。なお、必要な検査については民間検査機関

において検査可能であり、３７都道府県ですで

に民間活用をしているところでございます。

続きまして、（２）標準令等の改正によるも

のについて御説明いたします。

①運転免許関係事務については、道路交通法

施行令の改正に伴い、仮免許証の交付手数料な

ど１０９項目について改正を行うものでござい

ます。

また、②その他として、国の標準令の改正に

伴い、砂利採取関係事務など３４項目について

改正を行うものでございます。

①、②ともに、国が示す金額と同額となって

おります。
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最後に、条例の施行期日は、平成３０年４月

１日としておりますが、３（２）②のうち、危

険物規制関係事務及び消防設備士関係事務のみ

国の標準令の施行日に従い、平成３０年５月１

日としております。

以上で説明は終わりました。油布委員長

これより質疑に入ります。何か質疑はござい

ませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑もないようであります油布委員長

ので、これより採決いたします。

なお、本案については合い議の結果、五つの

いずれの委員会からも、原案のとおり可決すべ

きとの回答がありましたことを申し添えます。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の油布委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第２３号議案大分県県有施設整備基金

条例の一部改正について、執行部の説明を求め

ます。

第２３号議案大分県県有施設整佐藤財政課長

備基金条例の一部改正についてでございます。

議案書は２２５ページですが、総務企画委員

会資料で御説明させていただきます。９ページ

をお開きください。

今回の改正は、１の改正趣旨のとおり未利用

となった県有施設の有効活用を促進するため、

施設の整備・改修に加えまして、公共施設等総

合管理指針等に基づく取組に本基金を充当でき

るようにするものでございます。改正の背景に

つきましては、県有財産経営室長より御説明さ

せていただきます。

未利用となった県有財中園県有財産経営室長

産については、売却等による利活用を進めてい

るところですが、２の背景の四角囲みの上の現

状にありますとおり、学校跡地などの大規模な

財産については、希望市町村が利活用計画の策

定に時間を要することから、処分が進みにくい

という状況が生じています。

大規模施設が未利用のまま放置されることは、

その下の①のとおり、地域活性化にとってマイ

ナスであり、②の民間への売却・有効活用が図

られる機会の喪失などにつながることから、平

成３０年度から、未利用となっている県有財産

を市町村へ売却する際の補助制度を新たに創設

したいと考えています。

具体的には、その下の新制度にありますとお

り、市町村が取得希望から１年以内に策定した

利活用計画に基づき、原則２年以内に建物を改

修・改築した場合に、解体費相当額を上限に補

助金を交付するものでございます。期限を区切

ったインセンティブの付与により市町村の利活

用を促進します。その下の米印にありますよう

に、対象事業としては地域活性化につながる取

組として、農産品等の加工施設や介護・看護人

材の養成施設、地域の防災拠点施設等を想定し

ています。

なお、本補助制度は、行財政改革アクション

プランに基づく県有財産総合経営計画や公共施

設等総合管理指針に位置付けられるものでござ

います。

以上説明のあった補助制度創設佐藤財政課長

にあわせ、３の改正内容の一番下に記載してい

ます県有施設の総合的かつ計画的な管理に関す

る計画の取組に本基金を活用させていただくた

め、条例改正を提案いたしております。

また、４の施行期日につきましては、平成３

０年４月１日としております。

以上で説明は終わりました。油布委員長

質疑はないですか。

未利用県有地、県有財産をとにかく麻生委員

早く活用しようという意味で一歩前進かな、こ

のように思います。こういう仕組みをまず作る

ことも大事だろうと思うんですが、これだけで

もまだ足りないんじゃないかなと、正直ね。

例えば、ＲＥＳＡＳを用いたアイデアコンテ

ストを物件ごとにやるとか、そういったさらに

もう一歩突っ込んだ取組もあわせてやっていた

だきますことを要望しておきます。

３千平米以上の建物ということ木付副委員長

で区切っていっているんですけど、何で３千平

米なんですか。
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市町村の取得が進まな中園県有財産経営室長

い理由として、改築・改修費がかかるというこ

とがございます。今、県が運用している未利用

財産で、いわゆる３千平米以上のものがなかな

か市町村に売却ができていないという現状がご

ざいまして、その点を踏まえて、今３千平米と

いうことで設定をさせていただいております。

学校跡地等の利活用はなかなか進んで堤委員

いないというのが現状なんだけれども、対象事

業はできていると。ただ、事前とか、いろいろ

ニーズを多分調査していると思うんだけど、こ

ういう米印のところの状況であれば、市町村が

購入をするという、そういう何か前向きな声と

いうのが今出てきているの、実際には。

具体的に市町村からは、中園県有財産経営室長

こういう補助制度があれば、ぜひ前向きに検討

したいという声をお聞きいたしております。

分かりました。いいですよ。堤委員

ほかに何かないですか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑もないようでありま油布委員長

すので、これより採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の油布委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第２４号議案大分県産業廃棄物税条例

の一部改正について、執行部の説明を求めます。

第２４号議案大分県産業廃棄物吉冨税務課長

税条例の一部改正について、説明させたいだき

ます。

議案書は２２６ページですが、総務企画委員

会説明資料により説明させていただきます。資

料の１０ページをお開きください。

１の改正趣旨についてですが、２９年度の税

制改正において改正された地方税法及び航空機

燃料譲与税法の一部を改正する法律等が平成３

０年４月１日に施行されることに伴い、大分県

産業廃棄物税条例の一部を改正するものです。

その下、２の改正の背景についてですが、軽

油引取税等の間接地方税の租税犯については、

①証拠の収集や価値判断に特別の経験と知識を

要すること、②事件の発生件数が多いため、処

理に多くの日数と費用を要するといった特殊性

から、通常の刑事訴訟手続とは別に、地方税に

関する罰則規定を適正かつ迅速に適用すること

が求められます。このため、現行犯事件や夜間

執行の特例が今回の法改正で規定され、条例で

指定することにより実施可能となったことから、

法定外目的税である産業廃棄物税において適用

するため条例を改正するものです。

３の主な改正の内容は３点ございます。

（１）の現行犯事件についてですが、臨検、

捜索又は差押えにおいて、現場において犯則嫌

疑がある場合には、裁判所の発行する許可状が

なくても臨検や捜索、差押えを行うことができ

るように改正するものです。

２点目は、（２）の臨検、捜索又は差押え等

の夜間執行で、強制調査については日の出から

日没までの間のみ認められているものを、証拠

物件の確実な確保のため、裁判所の許可状を得

て夜間の臨検等を行うことができるように改正

するものです。

３点目は、（３）のその他規定の整備でござ

いますが、上記２項目の創設による条ずれの改

正等を行うものです。

４の施行期日につきましては、平成３０年４

月１日としております。

以上で説明は終わりました。油布委員長

これより質疑に入ります。何か質疑はござい

ますか。

きっとかなり厳しく取締りをやってい堤委員

こうという──分かるんやけれども、今、こう

いう徴収──どういう担当の方々がこういう権

限を与えられるのか。つまり、出先機関の税関

係の職員が全部こういうものの担当になるのか

どうか、ちょっとそこら辺、担当者がどうなる

かというのを少し教えて。

あと夜間とかの臨検、かなり抵抗してくる可

能性もあると思うんだけれども、そこら辺は警

察と一緒に行くのかなという思いがあるんだけ

ど、どうなっていますか。

出先機関の担当者ということで、吉冨税務課長
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県税事務所の職員に対しては、徴税吏員という

資格を与えております。徴税吏員であれば、執

行を行うことができます。

それと、夜間につきまして、強制調査につき

ましては、必要に応じて警察の援助を求めるこ

ともあろうかと思います。

だから、徴税吏員が全員行くわけじゃ堤委員

ないやろ。結局、その軽油引取税担当とか、産

廃税担当というのがおるんだけど、そういう方

々がメインということに考えていいわけなんで

すか。

そうでございます。吉冨税務課長

はい、分かりました。堤委員

ほかにないですか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕

御質疑もないようでありますので、油布委員長

これより採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の油布委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第２５号議案大分県住民基本台帳法施

行条例の一部改正について、執行部の説明を求

めます。

第２５号議案大分県住民山田市町村振興課長

基本台帳法施行条例の一部改正について、御説

明申し上げます。

議案書は２２７ページですが、総務企画委員

会説明資料の１１ページで説明させていただき

ます。

今回の改正は、１の改正の趣旨のとおり、行

政事務の効率化を図るため住民基本台帳法に基

づき、知事以外の県の執行機関が住民基本台帳

ネットワークシステムの本人確認情報を利用で

きる事務を追加するものです。

次に、２の改正の背景ですが、違法駐車の放

置車両の運転者が出頭しない場合などには、平

成１８年の道路交通法の改正により、公安委員

会はその車両の使用者に対し放置違反金の納付

を命じることができるようになっています。こ

の放置違反金に係る納付命令等の発送事務にお

いて、車両の使用者の住所、すなわちナンバー

プレートから調べた車検証の住所に郵送した書

類が宛先不明で返戻されると、市町村に文書照

会して再発送の事務を行っており、使用者が転

居している場合、所在調査に多大な時間と労力

を費やしています。その結果、５の放置違反金

未収金の状況ですが、平成２８年度末時点で９

８７万５千円が発生しています。

そこで、３の改正の内容にありますとおり、

住基ネットを利用できる事務に公安委員会が放

置違反金に係る使用者の現住所等を確認する事

務を追加することにより、中ほど四角囲みの右

下のところですが、住基ネットで使用者の現住

所等を確認できることとなり、事務の効率化と

未収金の縮減が図られます。

６の施行期日は、条例の公布の日としていま

す。

以上で説明は終わりました。油布委員長

これより質疑に入ります。何かありますか。

一つ、住基ネット──ナンバープレー堤委員

トで車検証の住所に送って戻ってきましたよと。

それで、そういう方が仮にいろいろ市町村を動

いて、いろいろ法的なものを活用しておれば、

住所とか変更届をするんだろうけれども、何も

そういうことをしていない方というのは、住基

ネットにも引っかからんでしょう。そういう方

は、結局どうなるの。時効で消えちゃうんです

か。

そういう場合は、陸運事山田市町村振興課長

務所とか、あるいはその車の車検工場とか、そ

ういったところに警察が照会をかけて、捜査を

して、住所を突き止めるんですが、結果、見つ

からない場合は、公示送達をして、最終的には

不納欠損ということになろうかと思います。

はい、分かりました。堤委員

ほかに何ないですか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに何かないですか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕

御質疑もないようでありますので、油布委員長

これより採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す
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ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の油布委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で付託案件の審査を終わります。

次に、議長から回付されております、陳情１

６憲法改正、防衛力強化より対外的情報省の設

立を優先することを求める要望書の提出につい

て、執行部の意見を求めます。

お手元のピンク色の冊子、平幸行政企画課長

成３０年第１回定例会陳情文書表の２ページを

お開きください。

本陳情は、憲法改正や防衛力強化より情報収

集能力の向上の方がはるかに重要な問題である

ことから、国会及び政府に対外的情報省の設立

を優先すべきという要望書を提出していただき

たいというものでございます。

これについて、意見は特にございません。

この陳情について御意見等はござ油布委員長

いますか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、以上で陳油布委員長

情について終わります。

次に、執行部から報告の申出がありますので、

これを許します。

総務企画委員会説明資料の１２吉冨税務課長

ページをお開き願います。

１の改正理由にあるとおり、現在、国会で審

議中の地方税法等の一部を改正する法律案が可

決成立した場合には、その後交付される政令及

び省令を踏まえて条例を改正し、本年４月１日

から施行される規定がございますので、大分県

税条例の関係する部分について、専決処分によ

り改正させていただきたい考えております。

２の主な改正内容について御説明します。

（１）不動産取得税の特例税率の延長等につ

いてです。①は不動産取得税に係る税率の特例、

本則税率４％を３％にするものでございます。

それを３年間延長するものです。②は耐震基準

に適合していない中古住宅を取得して、入居前

に新耐震基準に適合するための改修――リフォ

ームを行った場合に、当該中古住宅の用に供す

る土地に課税する不動産取得税の減額措置を創

設するものです。

（２）自動車取得税の特例対象の拡大につき

ましては、現在、車線逸脱警報装置を備える自

動車に対して取得価格から１７５万円を控除す

る特例がございますが、その対象となる自動車

を下の右側の図にありますとおり、全てのバス

等と３．５トンを越え、２２トン以下のトラッ

クにも拡大するものです。

（３）軽油引取税の課税免除の特例措置延長

につきましては、適用件数が少ないものや他の

燃料への代替が可能な電気供給業の一部を縮減、

地熱資源開発事業を廃止、その他のものにつき

ましては、適用期限を３年間延長するものです。

（４）は、引用条項の改正に伴って規定の整

備を行うものです。

一番下の３施行期日につきましては、平成３

０年４月１日としております。

なお、これ以外の改正事項につきましては、

改めて第２回定例会において御審議をいただく

予定としております。

お手元の資料１３ページをお開き願います。

続いて、県税事務所の見直しに対する県民意

見募集手続の実施について御説明させていただ

きます。

県税事務所の見直しにつきましては、今月６

日に開催された総務企画委員会において報告を

させていただきました。その際、県民意見募集

手続、いわゆるパブリックコメントを実施した

方が、手続がより丁寧ではないかという御意見

をいただいたところです。

その後、県民意見募集手続の実施について検

討を行い、１の概要にありますとおり現在公表

している県税事務所の見直しにつきまして、県

民意見募集手続を実施することといたしました。

具体的な内容につきましては、２の資料の公表

にありますとおり、大分県のホームページや県

庁税務課、各地区の情報コーナーで資料を公表

する予定です。

３の意見等の募集方法につきましては、郵便

やファクシミリ、電子メールの方法により行い

ます。
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４の意見等の募集期間につきましては、今月

３０日から４月３０日までの１か月間を予定し

ております。

５の提出された意見等の公表につきましては、

募集締切り後、提出された意見を参考の上、見

直しの検討を進めるとともに、意見とそれに対

する県の考え方等を整理して、公表したいと考

えております。

説明が終わりました。質疑はあり油布委員長

ませんか。

さっきの車線逸脱警報装置は、現在こ堤委員

の特例はあるの。

あります。左側にあります特例吉冨税務課長

の対象となっている１２トン超のバスには、今

この特例がございます。

じゃ、みんなバスには基本的にそれを堤委員

つけているということですか、そういう装置を。

いや、じゃなくて、着けた場合吉冨税務課長

には１７５万円の控除があります。

はい、分かりました。堤委員

県税事務所の見直しに対するパブコ麻生委員

メの手法なんですけど、資料の公表については、

県庁のホームページとか、従来型にとどまって

いるのかな。最近ちょっとパブコメの意見聴取、

意見がなかなか出てこない。数が少ないのかな

というのが余りに多いもんですから、やり方に

ついて工夫していく必要があるのではないかな

と思います。

特に、県税事務所のこういった部分について

は、市町村からの意見ももちろんなんでしょう

けど、大学の地方創生に関わる教授とか、学術

的に何か意見をお持ちになってそうな方とか、

あるいは若い学生さんの御意見とか、そういっ

たところにしっかり届くような広報の仕方とい

うか、そういう工夫をぜひしていただければ幸

いに思います。これはもう要望としておきます。

ほかに何ないですか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕

御質疑もないようでありますので、油布委員長

これで諸般の報告を終わります。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようでありますので、私油布委員長

から一言お礼を申し上げます。

〔委員長挨拶〕

〔尾野総務部長挨拶〕

それでは、以上をもちまして総務油布委員長

部関係を終わります。

執行部は、お疲れさまでした。

〔総務部退室、企画振興部入室〕

これより、企画振興部関係の審査油布委員長

に入ります。

まず、第１号議案平成３０年度大分県一般会

計予算のうち本委員会関係部分について、執行

部の説明を求めます。

それでは、第１号議案平成廣瀬企画振興部長

３０年度大分県一般会計予算のうち、企画振興

部関係について御説明申し上げます。

初めに、お手元の平成３０年度企画振興部予

算概要の３ページをお開きください。

（１）一般会計の左側、企画振興部①の計の

欄に記載していますように、企画振興部３０年

度の当初予算額の総額は、８９億２，８８８万

８千円でございます。

その行の一番右端に前年度対比がございます

けれども、２９年度当初予算額（Ｂ）と比較し

て２０億５，１０１万５千円の増、率にして２

９．８％の増となっております。これは、県立

芸術文化短期大学の施設整備約１８．５億円増

や大分空港国際線ターミナルビルの改修支援約

１．８億円増などによるものでございます。

先日の予算特別委員会で御説明いたしました

事業については、本委員会での説明は省略させ

ていただきます。それ以外の事業につきまして、

各所属長から説明いたしますので、よろしくお

願い申し上げます。

政策企画課関係の主なもの磯田政策企画課長

につきまして御説明申し上げます。

お手元の平成３０年度企画振興部予算概要の

１１ページをお開きください。

事業名欄の２番目、地方創生大学等連携プロ

ジェクト支援事業費５９２万８千円でございま
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す。

これは、学生の県内就職や若手社会人の定着

を促進するため、「知（地）の拠点」である県

内大学等と連携して、学生による地域課題解決

に向けた取組への支援、あるいはこれを通じた

地域への愛着を深めて地元就職等につなげると

か、あるいは若手社会人向けに公開講座等を開

催することにより、地域に貢献できる人材の育

成や定住につなげたりするものでございます。

続き宇都宮まち・ひと・しごと創生推進室長

まして、まち・ひと・しごと創生推進室関係の

主なものについて御説明いたします。

次の１２ページをお開きください。

地方創生ふるさと納税活用人材育成事業費１，

３３３万３千円でございます。

これは、クリエイティブな若者、具体的には

芸術文化分野の県内の中小企業に就職した大学

生等に対して奨学金の返還支援を行うとともに、

その財源としてのふるさと納税の促進を図るた

めに要する経費でございます。また、ふるさと

納税でいただいた寄附金を、ふるさとおおいた

応援基金へ積み立てます。平成３０年度から奨

学金の返還支援を行うこととしておりまして、

対象者は選考の上、決定することとしています

が、５名を予定しています。

続きまして、国際政策課の徳野国際政策課長

主な２事業について御説明いたします。

１９ページをお開きください。

事業名欄上から２番目の海外戦略加速化事業

費２，３４３万９千円でございます。

これは、海外の成長を取り込み、本県産業の

活性化を図るため、海外戦略に基づき、海外で

のプロモーション、海外の県人会等とのネット

ワークづくりを行う事業です。まず、台湾・台

中花博へ訪問団を派遣し、大分のＰＲを行いま

す。また、ＡＳＥＡＮを中心に帰国した留学生

ＯＢのネットワークを強化し、県内企業の海外

展開等につなげます。さらに、ブラジル大分県

人会が創立６５周年を迎えるにあたり、訪問団

を派遣します。

続きまして、２０ページをお開きください。

事業名欄一番下のおおいた留学生ビジネスセ

ンター運営事業２，２６０万１千円でございま

す。

人口当たり留学生数が全国トップクラスとい

う本県の優位性を活かし、グローバル人材であ

る留学生が県内で起業や就職して定着してもら

うための支援を行う、おおいた留学生ビジネス

センターの運営を行います。特に来年度は、留

学生が１、２年生の段階から県内企業と連携し、

輸出など海外ビジネスを体験する留学生ビジネ

ス塾を開催したいと考えています。

続きまして、高屋芸術文化スポーツ振興課長

芸術文化スポーツ振興課関係の主なものについ

て御説明いたします。

２６ページをお願いします。

事業名欄の一番下、芸術文化を活用した復興

支援事業費２，１００万円でございます。

これは、昨年の九州北部豪雨災害の影響によ

り観光客が減少するなど、大きな被害を受けた

日田市の復興を後押しするため、県外、特に福

岡市などの大都市圏からの誘客やメディアを通

した情報発信が期待できる、著名なアーティス

トを起用して芸術文化事業を実施するものです。

次に、その下２７ページを御覧ください。

事業名欄の一番上、国民文化祭関連企画開催

事業費６６２万円でございます。

これは、この秋に開催される第３３回国民文

化祭・おおいた２０１８にあわせて、県立美術

館において、ＪＡＸＡ――宇宙航空研究開発機

構、ＪＡＭＳＴＥＣ――海洋研究開発機構の協

力を得て、宇宙探査や海洋開発の成果を紹介す

る展覧会や講演会を開催するものでございます。

次に、事業名欄下から２番目、芸術文化ゾー

ン拠点創出事業費８，５００万円でございます。

これは、県立美術館で開催する企画展や総合

文化センターの公演、芸術文化ゾーンにおける

アートイベント等を実施する公益財団法人大分

県芸術文化スポーツ振興財団を支援するもので

ございます。

次に、２８ページをお開きください。

事業名欄一番下、国際スポーツ大会誘致推進

事業費２，７０６万円でございます。

これは、県民のスポーツに対する関心を高め
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るとともに、地域資源を活用したスポーツツー

リズムを推進するため、東京オリンピック・パ

ラリンピックに向けた事前キャンプ誘致に取り

組むものでございます。具体的には、各国競技

団体等に対する誘致活動を行うほか、事前キャ

ンプの受入れが決まった際には、関係市町村や

競技団体等と実行委員会を組織し、受入れに係

る支援を行います。また、キャンプ誘致のため

に市町が実施する競技用具整備に対する補助も

行います。

広報広聴課関係の主なものに森広報広聴課長

ついて御説明させていただきます。

お手元の予算概要３５ページをお開き願いま

す。

事業名欄の一番上、おおいた魅力アップ情報

発信事業費８，９６３万３千円でございます。

この事業は、大分の旬な魅力などを効果的に

情報発信することにより、本県のブランド力の

向上を図るものです。国内及び海外メディアへ

の積極的なパブリシティ活動に加えまして、来

年度は欧米・大洋州等海外向け動画を制作、配

信するなど海外広報にも力を入れてまいります。

また、国内向けにはＰＲ動画等を活用いたしま

して、ウェブやＳＮＳ、広告の効果的な組合せ

によるプロモーションを展開するなど、本県の

認知度、魅力度のさらなる向上、定着を図って

まいります。

続きまして、統計調査課関清末統計調査課長

係の主なものについて御説明いたします。

４０ページをお開きください。

委託統計費１億７，５０９万円でございます。

これは、総務省、経済産業省など国の関係省

から委託されて行う統計法に基づく基幹統計調

査の実施等に要する経費で、財源は全額国庫支

出金でございます。３０年度は、毎年実施する

家計調査などの経常調査に加え、５年ごとに行

われる大規模周期調査として、我が国の住宅と

そこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有す

る土地等の実態を把握し、その現状と推移を明

らかにするための住宅・土地統計調査と、我が

国の漁業の生産構造、就業構造等を明らかにす

るための２０１８年漁業センサスを実施します。

次に、その下４１ページを御覧ください。

県単統計費１５７万４千円でございます。

これは、県経済の現状を把握するための景気

動向指数や県民経済計算など、県独自で行う調

査や分析などに要する経費でございます。

続きまして、観光・阿部観光･地域振興課長

地域振興課の主な事業について御説明いたしま

す。

資料４９ページをお開きください。

国内誘客総合対策事業費９，０７１万４千円

でございます。

これは、国内旅行者の誘客を促進するため、

福岡・関西・首都圏など圏域別に、県内観光関

係者や旅行会社・交通事業者など民間事業者と

連携したプロモーション等を行うほか、教育旅

行などの団体旅行も含めた総合的な誘客対策を

行うものでございます。

続きまして、５３ページをお開きください。

事業名欄の１番目、おもてなしトイレ緊急整

備事業費６，０８３万７千円でございます。

これは、国民文化祭やラグビーワールドカッ

プの開催に向け、観光地の魅力向上のため、市

町村が管理する公衆トイレの緊急的な整備に要

する費用を助成し、衛生的かつ利便性の高いト

イレの整備を推進するものでございます。これ

までの改修に加えまして、新築と改築も補助い

たします。

続きまして、５８ページをお開きください。

インバウンド推進事業費５，１０１万７千円

でございます。

これは、東アジアをはじめ、ＡＳＥＡＮ諸国

からの観光誘客を図るため、韓国、台湾、香港

など国・地域ごとのニーズに応じ、ＳＮＳを活

用した情報発信や旅行博、商談会などの誘客対

策に取り組むほか、九州他県と広域的に連携し

たプロモーションを行います。

次の５９ページをお開きください

事業名欄の一番下、おんせん県おおいた県域

版ＤＭＯ推進事業費８，３２８万４千円でござ

います。

これは、観光客の長期滞在と消費拡大を促す

ため、県域版ＤＭＯであるツーリズムおおいた
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が行う、着地型商品の造成や販売促進、マーケ

ティング調査の実施及び市町村カルテの作成な

どを支援する経費でございます。

続きまして、地域活力岩崎地域活力応援室長

応援室関係の主なものについて御説明いたしま

す｡

恐れ入ります。少し戻りまして、４６ページ

をお開きください。

事業名欄の一番下、移住者居住支援事業費８，

０３４万６千円でございます。

これは、本県への移住を促進するため県外か

らの移住に必要な住宅の購入や空き家改修等、

また店舗等開設に対し市町村と連携して支援す

るものでございます。また、空き家等を改修し

て短期的な宿泊を行う「おためし居住」施設の

整備を行う市町村に対して、助成を行うもので

ございます。

続きまして、交通政策課関土田交通政策課長

係の主なものについて御説明申し上げます。

６５ページをお開きください。

事業名欄上から３番目、国際チャーター便誘

致促進事業費１,４６８万４千円でございます。

これは、大分空港での国際路線の充実のため、

チャーター便が路線誘致の最初のステップにな

りますことから、路線開設に対するインセンテ

ィブとして利用促進、あるいは運航経費を支援

することで海外からのチャーター便の誘致に取

り組むものでございます。

次のページをお開きください。

三つ目の地方バス路線維持対策費１億３，３

７７万８千円でございます。

これは、地域における広域的な幹線バス路線

――市町域をまたぐ幹線バス路線の維持を図る

ため、民間バス事業者に対して運行費などの経

費を助成するものでございます。

その下の生活交通路線支援事業費８，９４８

万８千円でございますが、これは市町が支援す

る民間バス路線、あるいは市町が運行するコミ

ュニティバス等を対象として運行費の助成を行

い、地域住民の移動手段を確保しようとするも

のでございます。

続いてその下の地域公共交通活性化事業費１，

４５４万円でございます。

これは、地域にとって望ましい公共交通網を

実現するため、市町や交通事業者等と連携し、

地域公共交通に係るマスタープランに基づき計

画を策定するものでございます。

次のページをお開きください。

事業名欄の一番上の公共交通利用環境改善事

業費３，２５４万７千円でございます。

これは、外国人を含む観光客などの利便性向

上を図るため、多言語化されたバスロケーショ

ンシステムを導入するバス事業者に対して助成

するものでございます。エリアといたしまして、

大分市、別府市内の全バス路線を対象として、

助成を行いたいと考えてございます。

一つ飛ばしまして、鉄道駅バリアフリー化推

進事業費３，４３２万６千円でございますが、

これは駅のバリアフリー化を行うＪＲ九州に対

し、地元市とともに助成するものでございます。

来年度は鶴崎駅の設置工事と大在駅の設計に対

し支援を行いたいと思います。

次に、その下の東九州新幹線推進事業費１８

０万円でございます。

これは、東九州新幹線の基本計画路線から整

備計画路線への格上げを目指し、国などへの要

望活動、あるいは県民の機運醸成につながる取

組を行うものでございます。

以上で説明は終わりました。油布委員長

これより質疑に入ります。

この前の予特で、鉄道駅のバリアフリ堤委員

ー化の問題とＳＳＳの関係を聞いたじゃないで

すか。そのときに、当然その安全性と利便性の

向上を図ることと、ＳＳＳ等のバランスをとっ

ていくことが大切というお話だったんだけれど

も、いくらこれを考えても、安全性と無人化と

いうのは、バランスなんかとれないと思うんで

すよ。仮にモニターをつけますよと言ったとし

ても、それを１００％できるわけじゃないしね、

それから、障がい者の方が乗る場合には、事前

に予約で対応するという状況でしょう。だから、

ある意味では、障がい者の方々が動く、そうい

う利便性も奪ってしまうようなのが僕は無人化

だと思うんです。
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それと安全性がバランスよくという意味が、

ちょっとよく分からないね。そこら辺はどうい

うふうに県として考えているのか。

まずは、ＳＳＳのような駅土田交通政策課長

員がいなくなること自体については、利便性が

低下する状況だと思っております。

ただ、一方でＪＲ九州からは、利用者数が減

っていく中で、路線維持のための必要不可欠な

施策だと説明を受けております。

そうした中で考えますと、最大限利用者の利

便性、安全性と、路線維持を図るための取組と

いうのを両立をさせていく必要があるというと

ころが、御答弁申し上げたとおりでございます。

ですから、障がい者、あるいはお年寄りの方

にとりましても、ＳＳＳが導入される駅におい

ては、利便性が下がってしまうこと自体はその

とおりだと認識はしておりますけれども、路線

維持のためのに御不便をかけるところについて

も、最大限御理解をいただき、それでもなお、

御利用の中でどうしても困難な状況が生じて、

利用自体が難しいであるとか、そういったお声

が出てきますれば、県としてもその声を集約し

て、ＪＲ九州に届け、必要な対応を求めていき

たいと考えています。

それで、一応五つの駅については、Ｓ堤委員

ＳＳの状況とバリアフリーの状況を見て今後検

討するとなっているよね。多分ＪＲ九州ともい

ろいろ話合いをしていると思うんだけれども、

そういう今後の検討というのは、いつ頃という

ところまでは認識はつかめているの。

そこは正にＪＲ九州の申し土田交通政策課長

ているように、駅のバリアフリー化が済んでか

ら、既に導入された駅、街を含めた駅の利用状

況、あるいは障がい者の方も含めたお声という

ものを配慮した上で決めていきますということ

でございますので、まずはそのバリアフリー化

の工事が済んでからの議論になるのかなと思っ

ています。

ということは、最短でも平成３０年度、堤委員

鶴崎だったよね、設計じゃなくて工事。それと、

大在が終わった後ぐらい、それとも鶴崎駅が終

わった後ぐらいですか。１年間で違ってくるか

らね、設計。

各駅について、どういうス土田交通政策課長

ケジュールであるかというのは、まだ具体的に

ＪＲ九州と話していませんが、委員がおっしゃ

いますように、最短で鶴崎駅が平成３０年に工

事が終われば、それ以降の議論になる可能性も

あると思います。

はい、分かりました。いいですよ。堤委員

１点、ネットワーク・コミュニティ尾島委員

に関連してなんですけど、さきほど説明の中で

地方創生ふるさと納税の活用ということで説明

がありました。

ちょっと今日、ある件で、花見の案内が届か

んので電話をしましたら、宇佐市で花見をある

団体が始めたんですよ。これは宇佐市の中でが

んばる団体補助事業ということで、補助金を出

して始めた行事だったんですけど、補助金がな

くなると、もう運営をやっていけないというこ

とで、その行事が潰えてしまったんですよ。

ちょっとやっぱり、私も一般質問等で取り上

げましたけれども、例えば、小規模集団対策、

ネットワーク・コミュニティなんかそうなんで

すけど、例えば、くらしの和づくり応援事業な

んかで、いわゆるスタートアップをやられてい

ますよね、モデル事業として。

それで、最初は、行政は非常に手厚い助成を

するんですけど、基本的にはその後、助成をず

っと長く続けていくというのは、財源的にも限

界がありますので、ある程度軌道に乗れば、自

分たちの、例えば収益事業とか、自主財源によ

って、そういうコミュニティの維持をやってく

ださいというのが原則としてあるんですよね。

しかし、現実を考えると、今、高齢化が進んで、

地域の活力とか財力というのが非常に弱ってい

る中で、正に行政にある程度頼っていかないと

自分たちの活動なりがやっぱり難しいという現

実があるわけです。以前紹介しましたけど、宇

佐市ではふるさと納税を活用して、それぞれの

ネットワーク・コミュニティの財源にしている

ということもありますので、県でもさきほどあ

った、ふるさとおおいた応援寄附金をひとつ、

ネットワーク・コミュニティの助成のための財
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源というのは、特定の位置付けは難しいかもし

れませんけど、そういったことも考えてはいか

がかということで質問したんですけど、その点、

部長いかがでしょう、今後のそういった団体の

やっぱり財政的な支援という。

そこのところは、ネットワ廣瀬企画振興部長

ーク・コミュニティを継続的にやる上で大きな

課題だと認識しております。それで来年度の事

業からは、これまでは、くらしの和づくり応援

事業で立ち上げ時に、１地区モデルで２００万

円を支援して、あとは里のくらし支援事業とか

で２年目、３年目に何かやるときの費用を応援

していたんですけれども、それよりもやっぱり

自立して、そのネットワーク・コミュニティを

運営する、例えば、ＮＰＯ法人であるとか、ま

ちづくり協議会であるとか、そういったところ

が自立して運営してもらうということが継続的

にやってもらうということで必要なので、一つ

は、予算面で支援するという意味で、立ち上げ

時に２００万円というところを改めてくらしの

和づくり応援事業と、それから、里のくらし支

援事業を再編した事業を新しく作りました。そ

れで、３年間は継続して支援ができるように改

めました。

当初２００万円で立ち上げ時というのも融通

が効くように３年間でマックス９００万円とい

うことで、その間にぜひ自立して運営ができる

ようにしてもらいたいという今、そういう事業

に変えています。自立してもらうために、さら

に予算的な支援と、もう一つは、そういうネッ

トワーク・コミュニティを進めている団体が集

まる協議会を新しく立ち上げて、そこでお互い、

県も当然、市も入ってもらって、自立するには

どうしたらいいかというところをよく意見交換

なり情報共有したり、あるいは全国的な先進地

事例を引っ張ってくるとか、そういうところの

取組を来年度から始めようと、そういうことで、

予算と全県的な運営団体の協議会を立ち上げた

意見交換、情報共有、事例研究みたいな、両面

で来年度は行こうと考えています。とにかく自

立してやってもらうというのは大切なのでです

ね。

はい、分かりました。尾島委員

１点だけ、自立してやってもらうのは分かる

んですけど、非常に役員の方が苦労していまし

て、いろんな取組をやる上で、必ずお金が付い

て回るわけですから、いろんなことをやりたい

んだけど、やっぱりちょっとお金のほうがなと

いうことで、その役員の苦労をちょっと代弁さ

せていただきました。

では、関連しているのでいいですか。玉田委員

今のネットワーク・コミュニティの運営支援

に関する経費で協議会設立ということで、ずっ

とこれまで何年間もネットワーク・コミュニテ

ィの議論をしてきましたけれども、小規模集落

がもう限界に近づいていると。そうすると、今

回の協議会というのは、小規模集落の自治会な

ら自治会という単位ではなくて、少し広域的に

広げた学校ぐらいの、そういう範囲にネットワ

ーク・コミュニティを広げて考えていくのかど

うかが１点。

それと、小規模集落と農林水産部が所管して

いる集落営農法人とが非常にリンクしていると。

集落営農法人についても、今回、要は法人自体

が大体高齢化していって、この先が見えなくな

ってくるんじゃないかという中で、中核となる

集落営農法人を支援して、そして厳しくなった

集落営農法人を支援していくような、そういう

方向性に持っていこうという、それが今年度の

事業で出ているわけですね。そういうものと、

このネットワーク・コミュニティ、もうほぼ基

盤は農林業ですから、そういうところと一緒に

しながら、さっき部長が言ったような自立支援

に持っていくということというのを想定できる

んじゃないかなと思うんですけど、いかがでし

ょうか。

１点目のところにつきまし廣瀬企画振興部長

ては、協議会のところ、今回立ち上げる協議会、

予定しているのは、既にネットワーク・コミュ

ニティを始めて３年経過しました。２７、２８、

２９年度ということで、３年経過しましたので、

その３年間、ネットワーク・コミュニティを運

営してもらった団体を対象にした協議会を立ち

上げようということで考えています。なので、
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地区ごとのそういうところでなくても、既にネ

ットワーク・コミュニティを取り組んでいると

ころの運営主体、それがＮＰＯ法人であるし、

まちづくり協議会であるし、いろんなところで

す。そういう協議会です。

もう１点の集落営農法人、確かにおっしゃる

とおり、基本的には集落営農法人なので、農業

関係を一緒に共同してやりましょうというとこ

ろがメインになりますけれども、ネットワーク

・コミュニティの中に、その集落営農法人の取

組を取り入れてやるということも考えられます。

前も、ネットワーク・コミュニティの中に地域

包括ケアを取り入れているというお話が二ノ宮

県議からありましたけれども、そういうことを

実際にやっているところもあります。なので、

いろんな可能性は、集落は一つなのでいろんな

可能性、いろんな連携というのは考えられます。

そこのところは関係部とも相談しながら──関

係部と相談しながらというよりも、地区の人た

ちがこういうのも一緒にやろうということがあ

れば、それもネットワーク・コミュニティの一

貫として取り入れて構わないと考えていますの

で、そこはよく地区の希望を聞きながら、県と

市が入り込んでやっていきたいと思っています。

よろしくお願いします。玉田委員

ちょっと関連で、さきほど広域の協尾島委員

議会をつくるというのがありましたけど、どの

範囲で考えているか。もう県全体ですか。

県全体で。その方がいろん廣瀬企画振興部長

な事例の研究とか、意見交換とかができると思

っていますので。

宇佐市なんかは、ちなみに連絡会が尾島委員

もう１６校区でできておりますから、その上に

またできているということですね。

そうです。廣瀬企画振興部長

分かりました。尾島委員

何点かあります。麻生委員

まず１点目、統計の委託、統計費に関係いた

しますが、今年度、住宅とか漁業センサスとか、

重要な事項をまた調査されるということであり

ますが、産業連関表に関して、２０１５年の分

を今、国で一緒になって集計をしているんじゃ

ないかな。産業連関表についての地方創生での

活用方法というのは、とても大事だと思うんで

すね。財やサービスがどういうふうな流れにな

っているかというのをそれぞれの地域ごとに確

認していく作業だろうと思うんですが、この産

業連関表の２０１５年分についての現在の動き

といいますか、その辺を教えていただければ。

国の決められた方策の中での取組なんでしょ

うけど、私はぜひ姫島村、島だったら、これは

使い勝手がいいんじゃないかなと、離島ですか

ら、動きが実によく分かるんです。そこで１回

成功事例を見出して、それ以外の地域というの

は、陸続きであったりして、なかなか正確な数

字を出すのに御苦労されると思うんですが、一

度成功事例があれば、全県にＲＥＳＡＳとあわ

せて活用していくことができるんじゃないかな

と思っていますので、そういう意味で産業連関

表の２０１５年分の今の集計状況について、分

かる範囲で構いませんので教えてください。

それから、移住者の居住支援事業であります

とか、今話題になっていたネットワーク・コミ

ュニティ推進事業、こういった部分というのは、

例えば、ネットワーク・コミュニティの推進と

かいっても要はそこに住んで暮らしている人た

ちからすると、横文字で何のこっちゃいと、自

らが能動的に取り組む段階が、僕はまだ弱いん

じゃないかなと。

さきほどの協議会をつくって云々かんぬんと

いう話もありましたが、もうちょっとその前の

段階を強化する必要があるんではないかなと思

っています。

そういう意味で、この移住者居住支援事業に

ついても新年度、新しい事業、個別事業、山ほ

どいいのを考案していただきますし、このネッ

トワーク・コミュニティの推進についても、い

ろんな形がなされているんですが、そういう意

味で出前講座、例えば、ＲＥＳＡＳにしても出

前講座で、もうかなりやったりしていますよね。

この移住促進であるとか、このネットワーク

・コミュニティに関して、出向いていって、現

地の暮らしている方々に直接集落単位なんかで

声をかけるということも私は重要じゃないかな
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と思っています。

だから、そういったものを先日言ったように、

旧合併前の５８市町村に、１年に１回は必ず出

ていくぐらいの出前講座をやるとか、そういう

フレームワークを作っていく必要もあるんじゃ

ないかと思うんですが、その辺についてのお考

えをお聞かせください。

それからもう一つが、総合交通に関して、広

域公共交通の輸送人員の目標設定をしています

よね。いろんな総合交通、本当に御苦労してい

ると思うんですが、広域交通について、例えば、

先日も言ったＳＵＮＱパスでしたっけ、四国と

の話とか、じゃ、ＪＲ九州とＪＲ四国をどう結

びつけているのかとか、あるいは大分県下のバ

ス事業体と四国側のバス事業体をどう結び付け

ているかというような、考えただけでも山ほど

やらないといけないことがあるわけです。今、

総合交通のいろんな班、体制の班、組織の班、

そういったものが目標指標に基づいた形で達成

するための形になっているのかどうかという部

分が、恐らく少ない人数で何もかんも数人が、

みんながそれぞれやっている状況じゃ、なかな

か厳しいんじゃないかなという部分もあろうか

と思うので、そういった意味で、目標を具体的

に進めていく体制を作るための班の見直しもや

る必要があるんじゃないかなと思うんですが、

その辺りについてのお考えも伺いたいなと思い

ます。

産業連関表の関係の進捗と清末統計調査課長

いうことでございますが、御存じのように、前

回、平成２３年の産業連関表は、平成２８年に

作成しております。ですから、今、活用はそれ

を使って経済波及効果とか、そういった分析を

しているわけですけれども、これは基本的には、

いろいろ資料等を集めたりしなければいけない

部分もあります。５年ごとにやっていくように

なっていますので、平成３３年に、次の産業連

関表を作るようになります。今のところの作業

としては、それに向けて、県外からどういう商

品が大分に来ているかとか、大分側からどうい

う商品が県外に流れているのか、そういった商

品流通調査を今年実施しまして、そういった流

れを今つかんでいると。それを国に報告して、

国が一元的に集計をして、そこら辺の整理をし

ていただけることになりますが、まだ、平成３

３年に向けて、そういった作業をやっていると

いう段階でございます。

２番目のネットワーク岩崎地域活力応援室長

・コミュニティ移住者居住支援事業の関係の出

前講座の話がありました。

実際、集落に入ってお話しするのが一番とい

うことで、今、振興局の職員が市町村と一緒に

ネットワーク・コミュニティに取り組みたいと

いうところに入っております。取り組みたいと

いうか、どんなものかというところに入ってい

ます。最高で７０回くらい入っているところも

あります。

私自身も、今年度、豊後大野市に出前講座で

行きましてお話をしました。これは三重町の自

治会長さんの集まった会ですね。それと別に、

市議会議員さんが集まったところ、その両方に

別々にお話に行っています。

出前講座の位置付けというのは１か所だけな

んですが、そういう活動をやってます。これか

らもそういう要望があるところは取組をしたい

ところがありますからどんどん出かけて行きた

いと思っていますので、よろしくお願いします

組織の見直しも含めて御指土田交通政策課長

摘をいただきました。

まず、当課の班の体制でございますけど、二

つございまして、交通モードに着目して、地域

の交通を見る班と、広域の交通を見る班で分か

れております。前者がＪＲ、バス移動行路、後

者がフェリーと航空という形で分けてございま

す。

委員がおっしゃいますように、御質問いただ

いた大分と四国のバスの関係であれば、バスに

ひも付いているものなので、地域交通班で担当

をいたしましたけれども、確かに広域的な観点

が必要となる部分もございます、連絡をフェリ

ーで使っていましたので。

そういった意味では、案件に応じて、広域交

通班の知見を生かしながら、ただ一方で、相手

もバス事業者ですから、地域交通班の知見も生
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かしながら、各班で担当しながら、努力して地

域交通の維持活性化を図っているところでござ

いますので、少ない人数でありますけど、少数

精鋭で頑張らせていただいているところであり

ます。

まず、産業連関表を含めて、これに麻生委員

ついては、使えるデータということで、オープ

ンデータ、民間のデータも含めて、官民データ

の利活用の基本方針を定めて計画を策定すると

いうような商工労働部長の答弁も先般出てまい

りました。ぜひこれについては、市町村と一体

的にうまく活用できるように所管課としても頑

張っていただくと同時に、部局全体としてもお

願いをできればな、このように思います。

それから、２点目の出前講座、なんでこのこ

とを聞いたかというと、実は今、地区の区の総

会シーズンで、昨日もやっぱり空き家が多いよ

ねとか、そういう声がいっぱい出ていましてね、

分かったと。じゃ、出前講座とか何か確かあっ

たはずなので、ぜひ来て、１回話を聞いてみら

んと。そういったものをＮＰＯの空き家バンク

とかもありますよね、何かそういったところの

専門家の集まったところもセットで来てもらう

と、より効果が出るんじゃないかなと、そうい

う思いもしておりますので、窓口についても市

町村の窓口がどこ、振興局だったらどうだとか、

何かもうちょっとその辺を全県に対してアピー

ルするような形のものを作っていただけるとあ

りがたいな、このように思いましたので、検討

を求めておきたいと思います。

３点目の総合交通については、本当に今、地

方創生を語る上で、交通の確保というのはとて

も大事だなと。県内の運転免許保有者の市町村

別のデータを見たんですね。そしたら、要は１

８歳、１９歳というのは持っていない方が結構

いらっしゃる。そして、６５歳を超えると、ま

た下がってくる。それ以外は、ほとんど９５％

を超えているという実態を見て、要は車がない

と大分県では暮らしていけんのやなと。もっと

言うと、１８歳、１９歳が市町村によっては、

２０数％か３０数％しか車を持っていないと。

じゃ、保護者の経済状況によっては車を買えな

い、そんな人たちは全部県外に就職せざるを得

ないのかと。移動制約者ということだけじゃな

くて、そういった就職の制限もあるんじゃない

かというようなことを勘案すれば、もっと我々

は真剣にそのことを考えて取り組む必要がある

んじゃないかと。もうダイハツにお願いして、

プレゼントをするぐらいのことがあってもいい

んじゃないかというような、思い切った施策も

必要じゃないかな。

第１子にいくらとかいうのと同じで、就職す

るときにダイハツのミラを１台プレゼントすり

ゃ何とか県内に残ってくれるぐらいの、そんな

発想も含めて。この運転免許保有者のデータと

いうのは、これはおもしろい数字が出ていまし

て、私、もっとびっくりしたのは、市町村によ

っては、大分市、別府市、由布市以外の１０代

と２５歳までの人口は、実際の人口より免許保

有者の方が多いんですよ、数字上。なぜかとい

うと、住所変更していなくて、もう出てしまっ

ていると。今は必ず帰ってきて、免許更新をせ

ざるを得ない制度になっているらしいですね。

だから、免許更新のときに間違いなく本籍があ

るか、前の住所の役場に行かざるを得ないです

し、運転免許試験場か、各所轄署に行かざるを

得ないので、そこに何らかのＵターンとかの情

報発信をする機能があれば、何かきっかけには

なるのかもしれないというような数字も出てい

ますので、ぜひそういった部分を活用して取り

組んでいただければということです。総合交通

に関しては、本当に足の確保、公共交通の確保

というのは、暮らしだけじゃなくて、観光にも

すごく重要だろうと思うので、私は組織の強化、

人員の強化も含めて、もっともっと地方創生と

いうことを考える意味で、人員、人材、全ての

課を含めて強化していく必要があろうかと思う

ので、そこは特に強くお願いを申し上げておき

たいと思います。

もっと言うと、民間からも出向で来てもらう

ぐらいの、そして一緒にやると、バス事業者と

かＪＲさんからも来てもらう、受け入れてでも

やる、あるいは市町村の職員も受け入れて一緒

にやるとかいうようなこともぜひ検討してほし
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いと思います。

ほかに御質疑ございませんか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑もないようでありま油布委員長

すので、これで質疑を終わります。

それでは、第１号議案のうち本委員会関係部

分について、総務部及び各局関係を含め、採決

いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議があります」と言う者あり〕

詳しくは、また本会議で言いますけど、堤委員

（「今ここで言ったら」と言う者あり）やっぱ

り交通体系の中で、僕たちが言っているのは、

豊予海峡ルート構想だとか、繰入債を中心とい

うか、休止している事業を厳然とやっているよ

うなこととか、それでもやっぱり１００万か２

００万だからね、予算がね。そういうことを通

じて、やはり大きな事業、無駄な事業につなが

ってくる可能性はあるという立場で反対の表明

をしたと。

詳しくはまた、最終日に要望を行います。

（「夢のねえ人間やなあ」という者あり）

御異議がありますので、挙手によ油布委員長

り採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに賛成の方は、挙手願います。

〔賛成者挙手〕

賛成多数であります。油布委員長

よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。

次に、第２６号議案大分県地方独立行政法人

評価委員会条例の一部改正について、執行部の

説明を求めます。

それでは、第２６号議案大磯田政策企画課長

分県地方独立行政法人評価委員会条例の一部改

正について御説明申し上げます。

資料につきましては、議案書の２２８ページ

及び本日はお手元に配布しました総務企画委員

会資料、こちらの資料の１ページをお開きくだ

さい。

この条例は、地方独立行政法人法の規定に基

づき公立大学法人看護科学大学、それから芸術

文化短期大学の業務実績の外部評価等を行って

いる、大分県地方独立行政法人評価委員会の設

置について定めたものでございます。

この中では委員の人数や任期など、組織や運

営に関し、必要な事項を定めております。

１改正の理由にありますとおり、平成２９年

６月に地方自治法等の一部を改正する法律によ

り地方独立行政法人法が改正されたことに伴い、

条例の一部を改正するというものでございます。

２改正の内容というところにありますが、条

例への委任を規定する法第１１条第３項が第４

項へと移動しました。項が増えましたので、い

わゆる条項ズレの対応として整備します。評価

委員会の組織や運営について、法改正による影

響はございません。

３条例の施行日は、法改正施行日と同日の平

成３０年４月１日を予定としております。

以上で説明は終わりました。油布委員長

これより質疑に入ります。質疑はございませ

んか。

〔「なし」と言う者あり〕

御質疑もないようでありますので、油布委員長

これより採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の油布委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で付託案件の審査を終わります。

次に、執行部から報告の申出がありますので、

これを許します。

まず、私から２点ございま磯田政策企画課長

すが、県が認可を行いました公立大学法人大分

県立芸術文化短期大学の第３期中期計画につい

て御報告申し上げます。

資料につきましては、さきほどの常任委員会

資料の２ページにまとめてございます。

昨年１２月に委員会で御審議いただきまして、

議会の議決をいただき、大学側へ通知しました

中期目標――この目標によって計画の中にこう

いうことを盛り込みなさいというふうに出した
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わけですが、そのコンセプトにつきましては大

きく三つございます。芸術系と人文系の学科の

併設を生かした職業人の育成、これが一つ。県

立美術館やリニューアルキャンパスを活用・ク

リエイティブ産業と連携した教育機能の充実強

化これが二つ目。三つ目が、地方創生に資する

地域貢献、この三つに力を入れて中期計画を作

ってくださいというのが１２月議会で御承認を

いただきまして大学に示した内容でございます。

この中期目標に基づきまして、大学が第３期

中期計画――今後６年間となりますが中期計画

を作成しております。この内容につきましては、

２ページの下段の四角の中にあるとおりでござ

いますが、県の示した中期目標を踏まえて、大

学として実施する内容が計画に盛り込まれてい

ると考えております。

例えば、１の地方創生を支える職業人の育成

では、二つ目のポツでは、目標のところに芸術

系学科と人文系学科からなる大学の特色を生か

した職業人の育成を定めておりますが、計画で

は、学科横断的な新たなカリキュラム編成とい

うことで、具体化していくという内容の計画が

入ってございます。

また、２の教育・研究機能の充実強化という

ところでは、目標におきまして地域課題の解決

や産業の発展への貢献ということであげており

ましたけれども、計画の中では例えば一つ目の

ポツにございます、地域や企業、行政との一層

の連携を図るとともに、実践を通して専門性を

生かす体験的・主体的学修活動を行うこと、あ

るいは下から二つ目ポツでは、クリエイティブ

産業等、地域の産業振興及び芸術文化の発展に

資する研究活動を推進、一番下のポツでは、産

学官民との連携による研究を推進するための学

内組織や研究サポート体制の構築といったよう

な目標に従った計画が定められております。

３の積極的な地域貢献の展開におきましても、

目標で指示をしましたのは、県立美術館や県立

総合文化センターとの連携をあげていましたが、

計画ではこれらの連携だけではなくて、例えば

二つ目のポツにございますが、教職員と学生が

県内各地に出向き、地域が抱える課題の解決に

取り組むとともに、様々なアートプロジェクト

等への参画するといった内容、あるいは四つ目

のポツにございますが、現在リニューアルを進

めている新しいキャンパスを活用した取組を通

じて、開かれた大学として地域づくりに貢献す

るといった内容が定められて、新たに加えられ

ております。

そのほかに４の業務運営の改善・効率化のと

ころでは、理事長・学長のリーダーシップの下

に、学内組織の活性化を図るとか、あるいは５

の施設の整備・活用のところでは、キャンパス

整備の着実な実施と活用に係るものが記載され

てございます。

中期計画の詳細につきましては、資料別冊と

いうことで、縦型のもの、別冊を付けておりま

す。これが、大学が県が示した目標に対して、

こういう計画でやっていきますとして作ったも

のでございます。こちらに掲載しておりますの

で、後ほど御覧いただければと思います。

大分県地方独立行政法人評価委員会におきま

しても既に審議していただいておりまして、中

期計画は中期目標を踏まえた内容となっている

と委員から御了解をいただいたところでござい

ます。県ではこの内容で平成３０年３月１日に

認可を行いました。

続いてもう一つございます。

「安心・活力・発展プラン２０１５」の目標

指標の見直しについてでございます。

プラン２０１５目標指標の見直しにつきまし

ては、同じ資料の３ページになります。

昨年の第３回定例会におきまして御報告申し

上げました大分県長期総合計画の実施状況の結

果を踏まえまして、目標指標ごとに見直しの検

討を行った結果、既に大幅に目標を達成してい

るとか、あるいは全８９指標あるわけですが、

そのうち七つの指標の見直しを行ったというも

のでございます。

この中から総務企画委員会に関係する二つの

指標について御説明いたします。丸で囲んでい

るもの二つでございます。一つ目は、安心分野

の政策名、コミュニティを維持する移住・定住

の促進に関する目標指標、移住施策を活用した
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移住者数の目標値の見直しです。この指標は、

平成２８年度の実績が目標値４１０人に対して

７６８人という実績、達成率が１８７．３％と

大幅に達成しているため、目標値を３１年度千

人、３６年度１，５００人に見直すというもの

でございます。

次に、もう一つ７に丸がございます。

活力分野の政策名、人を呼び込み地域が輝く

ツーリズムの推進に関する目標指標でございま

すが、外国人宿泊客数目標値の見直しというこ

とになります。この指標は、平成２８年度の実

績が目標値５６万人に対して８２万７千人の実

績、達成率１４７．７％ということになります

ので、大幅に達成してございますので、今年度、

現行の目標を３年前倒しして３１年度の目標値

を１０４万人に見直したというものでございま

す。

資料の４ページをお阿部観光･地域振興課長

開きください。

昨年より新聞等で報道されおります、株式会

社サン・グリーン宇佐の事業譲渡について御報

告いたします。

はちまんの郷宇佐を運営する第三セクター、

株式会社サン・グリーン宇佐というものがござ

いますが、こちらは宇佐市とともに県も出資し

ております。こちらが長年債務超過が続いてい

たことや平成２８年４月に発生した熊本地震の

影響によりまして、大幅に売上額が減少し、自

主再建が困難となりました。そこで、宇佐市ほ

か株式会社３社による株式会社グリーンパーク

ホテルうさを設立し、平成３０年４月１日に株

式会社サン・グリーン宇佐から新法人へ事業譲

渡されることとなりました。

新法人の資本金は約９千万円。このうち宇佐

市はホテルを約３千万円で現物出資し、県内で

数多くのホテルやレストラン経営を展開してい

る株式会社Ｆ＆Ｔホールディングスが３千万円、

地元企業のアドテック株式会社と三和酒類株式

会社が１，５００万円ずつ出資します。土地は

市が無償で３０年間貸付け、市が所有する併設

の体育館とプールは市から新法人へ業務委託す

る予定となっています。新法人は、客室などの

リニューアルやターゲットを絞った営業強化で

宿泊者を増やし、数年で単年度黒字を目指すと

しています。

今後、六郷満山開山１３００年行事や２０１

９ラクビーワールドカップが開催されるなど、

宇佐市にも多くの観光客が訪れることが期待さ

れています。市の観光振興を図る宿泊拠点とし

て、はちまんの郷宇佐が継続して運営されるた

めに県も宇佐市と連携しながら支援してきたい

と考えています。

続きまして、資料の５ペー土田交通政策課長

ジ、６ページを御説明申し上げます。

昨年度策定いたしました、九州の東の玄関口

としての拠点化戦略に基づきまして、今年度別

府港の再編整備に向けて地元の有識者の皆さま

にお集まりいただき、どんなターゲットを想定

するか、あるいはどんな機能が必要と考えられ

るのかを御議論いただき、別府港にぎわい施設

等整備構想をまとめていただきましたので、そ

の概要を御報告申し上げます。

まず、構想におきましては、別府港の第１か

ら第３埠頭までをターゲットといたしまして、

大きく二つのゾーンに分けてございます。５ペ

ージ目の左側、今サンフラワーなどが着いてい

る第３埠頭と右側の第１、第２埠頭というとこ

ろを分けてございまして、第３埠頭に今後、今

宇和島運輸とサンフラワーが別々に所在してい

る上屋を再編集約して整備することにしてござ

いますので、ここを公共交通機関の拠点、それ

と一体となったにぎわいのエリアとして、主た

る利用者をそうした公共交通の利用者をメイン

に、地元住民にも使っていただくということで

想定してございます。

このため、公共的な機能といたしましても、

交通ターミナルでありますとか、それに付随す

る各施設が機能としてまず必要だろうというと

ころでございます。右側の第１、第２埠頭につ

きましては、国道１０号に面している立地を生

かしまして、マイカー利用者の観光拠点として

育ててはどうかという中でターゲットをいただ

いたところでございます。

加えて、餅ヶ浜海岸が隣接してございますの
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で、その海岸のロケーションをいかして、くつ

ろぎ――要はコト消費、くつろぎの時間とか空

間を楽しむエリアとして設定してはどうかとい

う御意見をいただいたところであり、公共的な

機能といたしましても、鶴見岳、高崎山を望ん

でそうした景色を味わえるような展望所であり

ますとか、広場といったものを機能として想定

するというふうにされてございます。

にぎわいの機能といたしましては、重複して

いる施設がございますけれども、例えば地元向

け、観光客向けの複合商業施設、温泉美術館等

の行政施設が想定されるのではないか、必要で

はないかという御意見をいただき、特に右側の

第１、第２埠頭につきましては、そのくつろぎ

の時間あるいは餅ヶ浜海岸の立地を生かすため

に、レストランあるいはカフェ、アウトドア活

動拠点、こういったものもこの土地にあったら

いいのではないかという御意見をいただいたと

ころでございます。

加えて、クルーズ船が到着する北側の第４埠

頭を含めて、施設が広くございますので、その

第１から第４までの移動手段をきちんと考える

べき、人の流れについてもきちんと検討すべき

との御意見をいただいたところでございます。

また、景観デザインにつきましても、まず港

全体のグランドデザインを考えるべき、それを

基にした統一した景観デザインにすべき、別府

港が有する歴史あるいは文化といったものを、

調和するようなものにすべきではないかといっ

た御意見をいただいたところでございます。

今後につきまして、６ページ目でございます。

今申し上げた、にぎわいの構想をまとめてい

ただきました。来年度は、いよいよ具体的な整

備手法の検討に移りたいと考えておりまして、

拠点化戦略ではＰＦＩ事業を含めて民間活力の

活用を検討するとされております。このため、

来年度は公共施設を県で全部造った場合――公

共交通ターミナルでありますとか、展望所、広

場といったようものを県で全部造った場合と民

間にお任せした場合のコストを比較するための

調査をお願いしておりまして、実施したいと考

えております。

これで、民間にお任せした方がよいだろうと

いう判断が得られた場合は、ＰＦＩ事業として

行う旨の決定をしていきたいと考えております。

一方で別府港の再編にあたりましては、いわ

ゆる岸壁整備でありますとか航路の浚渫といっ

た公共の部分、港の本来の機能を高める作業も

必要となってまいります。そのためには、港湾

計画の変更が必要となってまいります。これは

土木建築部の港湾課が担当となりまして、来年

度変更の手続を進めてまいります。それが出来

上がれば、いわゆる港本来の昨日の部分と背後

地のにぎわい施設の部分両方の計画が明らかに

なりますので、それを合体させて一体化した別

府港再編計画というものを策定させていただき

たいと考えてございます。

この計画が全体像になりますので、この計画

に基づき、それぞれ港の機能を高める整備と背

後地のにぎわいの機能を作って行く作業に移っ

ていきたいと考えてございます。

以上で報告は終わりました。油布委員長

ただいまの報告について、御質疑等はありま

せんか。

別府港のにぎわい施設の整備構想に麻生委員

ついての説明を今いただいたんですが、マイカ

ー利用者とか、あるいはフェリーとかクルーズ

船とかいう話、この前も一般質問等々で出まし

たけど、時代は今大きく変わろうとしているわ

けで、例えば車一つとっても、もう１０年先に

は、全部電気自動車になっている可能性がある

わけですよね。この構想を作っている間に、も

う１０年先を読んで、そういったものを想定し

たインフラ整備をしておかないと、もう大変な

ことになって、時代後れになってしまうという

ような心配があるわけですね。

同時に、非常にエリアが広いわけで、広いエ

リアの移動をどうするかということを考えたと

きに、例えば、自動運転バスとか、そういった

エリア内の移動手段とか、荷物も持って移動す

る場合の利便性とか、バリアフリーとか、いろ

んなことも必要になってくるんじゃないかなと

思うんですね。

だから、自動運転バスがこのエリア内を当然
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に行き来するような時代、間違いなくもうすぐ

来ると思うんですね。フェリーに関しても、フ

ェリーの船の中で充電するのか、この駐車場の

外で充電して乗っけるのかと、時代がもう一気

に変わろうとしているわけですから、それに対

する太陽パネルによる自然エネルギーによる充

電とか蓄電とか、そういったものをどこに持た

せるかとういうような機能とか議論とかいうの

が全く盛り込まれていないような気がするので、

ちょっとそういったことも今後さらに詰めて取

組をしていただきますことを要望しておきます。

では、私も一つ。堤委員

別府の今のやつは関係ないんだけどね、将来

的にこういう構想をやっていくと。以前、こう

いうことだったよ。あそこは観光ターミナルが

あるやろ。夜と早朝というのは閉まっているよ

ね。トイレがない、あの周りには。それで、今、

ラグビーとか、そういうのでおもてなしトイレ

の話もいろいろ出てくるでしょう。そしたら、

当然ここがメインになってくるわけだから、そ

ういうおもてなしトイレのようなやつも、きち

んとその計画の中に入れておかないと、閉まっ

ちゃうと、誰もトイレに行けんごとなっちゃう

という問題が以前あったわけですね。そこら辺

り、また検討をしといてください。

ほかに御質疑はありませんか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ないようでありますので、これで油布委員長

諸般の報告は終わります。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようでありますので、私油布委員長

から一言お礼を申し上げます。

〔委員長挨拶〕

〔廣瀬企画振興部長挨拶〕

それでは、以上をもちまして企画油布委員長

振興部関係の審査を終わります。

執行部の皆さんは、お疲れさまでした。

〔企画振興部退室〕

この際、ほかに何かありませんか。油布委員長

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようでありますので、私油布委員長

から一言御挨拶を申し上げます。

〔委員長挨拶〕

これをもって、本日の委員会を終油布委員長

わります。

お疲れさまでした。


